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令和４年度第７回定例松本市教育委員会付議案件 

 

［議案］ 

第１号  松本市学校給食センター再整備基本方針（案）について【非公開】 

第２号  松本市図書館未来プランの策定について 

第３号  まつもと文化遺産の認定について 

第４号  松本市博物館協議会委員の委嘱について【非公開】 

 

［報告］ 

第１号  「国宝松本城 Ｗｅｅｋ」の開催について 

第２号  史跡弘法山古墳調査委員会委員の委嘱について 

第３号  史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会委員の委嘱について 

 

［その他］ 

 

 



 

 

 

議案第 ２ 号 

 

松本市図書館未来プランの策定について 

 

１ 趣旨 

  松本市図書館未来プラン（以下「未来プラン」という。）について、パブリックコ

メント等を経て、未来プラン案がまとまりましたので、内容について協議するもの

です。 

 

２ 経過 

  Ｒ４． ７．２８ 第４回定例教育委員会で協議 

      ８． ９ 第９回定例庁議で協議 

        １９ 経済文教委員協議会で協議  

        ２２ パブリックコメントを実施（令和４年９月２０日まで） 

 

３ パブリックコメント等の結果 

⑴ パブリックコメントの意見及び対応 

  別紙１のとおり 

⑵ 経済文教委員協議会における意見及び対応 

  別紙２のとおり 

 

４ 未来プラン案 

 ⑴ 松本市図書館未来プラン（案）概要版    別紙３のとおり 

 ⑵ 松本市図書館未来プラン（案）       別冊のとおり 

 

５ 今後の予定 

 ⑴ 次期開催の庁議及び市議会経済文教委員協議会に報告します。 

 ⑵ パブリックコメントの結果を市及び図書館ホームページで公表します。 
  

 

教 育 委 員 会 資 料 

４．１０．２７ 

中 央 図 書 館 

担当 中央図書館 

館長 小西 えみ 

電話 ３２－００９９ 
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松本市図書館未来プラン（案）に対するパブリックコメントの結果について 

 

１ 募集期間 

令和４年８月２２日（月）から令和４年９月２０日（火） 

 

２ 閲覧方法 

⑴ 市ホームページ、図書館ホームページ 

⑵ 窓口（中央図書館及び分館、行政情報コーナー、各地域づくりセンター） 

 

３ 実施結果 

⑴ 件数 

３３件（１０人） 

⑵ 提出方法   

 

 

 

 

 

 

⑶ 意見等に対する対応      

区 分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正するもの １１件 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれ

ているもの 

３件 

ウ 参考とする意見 今後の参考とするもの １４件 

エ 対応できない意見 対応できないもの ３件 

オ その他 その他の意見 ２件 

計  ３３件 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方 

⑴ 未来プラン（案）全般に関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

全体構成 松本市の目指す図書館像は「出

会う つながる ガク都の広

場」。図書館の持つ機能と役割の

広がりにわくわくする。今ある

サービスの改善に加えて、駅前

への市民の暮らしやまちづくり

に役立つ複合的な機能を持つ図

【イ 趣旨同一の意見】 

市民の皆さまの期待に応

え、目指す図書館像実現の

ため取組みを進めていきま

す。 

区 分 件数 人数 

窓口持参 ５件 ３人 

ＦＡＸ １１件 １人 

電子メール １７件 ６人 

合計 ３３件 １０人 

別紙１ 
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書館設置の検討やサービスポイ

ント設置など新たなサービスの

提供で誰もが気軽に利用でき、

市民の期待に応えることのでき

る「出会う つながる ガク都

の広場」の実現を大いに期待す

る。 

２ 

施策の柱の順

序 

現在、「施設」「ネットワーク」

「ICT」「交流拠点」「職員」の順

ですが、もしこの並びに特別な

積極的な意図が不在であれば、

「交流拠点」「ネットワーク」「職

員」「施設」「ICT」の順を提案す

る。【1】これからの（未来の）図

書館は「広場（交流拠点）」であ

る【2】その「広場」ではあらゆ

る人と情報が結ばれていく（ネ

ットワーク）。この「広場」と「ネ

ットワーク」を支える両輪が【3】

職員と【4】施設であり、【5】そ

の両輪のより滑らかな駆動を実

現するテクノロジーが ICT であ

る、という流れである。言い換

えると【1】コンセプト【2】シス

テム【3】ソフト【4】ハード【5】

ベース、の順ともいえる。 

【ア 反映する意見】 

いただいたご意見を踏まえ

施策の柱を修正します。 

施策の柱の順番は、松本市

中央図書館あり方検討委員

会報告書中の将来像を実現

するためのサービスに記載

されている並び（①図書館

を拠点とした情報ネットワ

ーク、②ＩＣＴの利活用、

③交流の拠点、④求められ

る職員体制や運営体制、⑤

求められる施設や設備・立

地）を参考に修正します。 

 

３ 

「広場」の入口

の具体性と多

様性 

これは「基本計画」なので、大ま

かな方針としては全体を通じて

賛同であるし、具体策は順次、

定まっていくはずなので、詳細

を求めることは野暮だと思う

が、全体を読み終えたときに残

った印象は、理想に対するアプ

ローチがイメージしづらい、と

いうものだった。図書館を利用

していない８割の市民に、この

「広場」に入ってきてもらうた

めには、当人たちの意図とは別

に「いつの間にか入ってしまっ

ていた」状況を生み出すための

動線の設計が欠かせない。その

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 
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「思いがけない入口」は、想定

する市民のバリエーションだ

け、多様に、具体的に、デザイン

する必要があると思う。 

４ 

駅前と開智の

役割分担 

この「思いがけない入口」を設

置する、という点において、駅

前に図書館の機能を擁する空間

を配する、というアイデアは優

れている、と支持する（「駅前」

に留まらず「駅ナカ」の可能性

も探ってみては、とさえ思う。

先日訪れた黒磯駅前の那須塩原

市図書館〈みるる〉は、ほぼ駅直

結の立地で、非常に魅力的だっ

た）。一方で、利便性が高い図書

館が駅前に用意された場合、既

存の中央図書館のポジションを

どのように設定するか、駅前の

図書館とどのようにバランスを

取るのか、充分に議論を尽くす

必要がある。駅前図書館の存在

を前提とした中央図書館の位置

付けであり、意味付けは、その

まま、次期大規模改修の基本設

計と実施設計に反映されるコン

セプトを成すからである。 

ひとつの提案としては、駅前図

書館を分館ネットワークにおけ

る図書館サービスの「ターミナ

ル」と位置付け、中央図書館を

分館ネットワークにおける知の

「センター」と位置付ける方針

である。市民の知の探求（学び・

学び合い）の旅が駅前図書館か

ら始まり、より深い理解（地域

資料・情報）を求めて各地域の

文脈に明るい分館を訪ねる流

れ。先人の知を「学都」の中心に

集積しつつ、それらを適切に活

用できる職員を育成して、資料

も人材も適宜それらを必要とす

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 
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る分館にディストリビュートし

ていく流れ。いわば、役割の異

なるふたつの「中心」を併存さ

せ、相互補完の関係を築く構想

である。 

 

  ⑵ はじめにに関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

５ 

Ｐ１ 

フリガナ追記

及び文言削除 

「松本小学校長寄藤好實氏」を

「松本尋常小学校校長寄
より

藤
ふじ

好
よし

實
ざね

」、 開 智 書 籍 館 を 「 開
かい

智
ち

書籍館
しょじゃくかん

」へ修正。 

「豊富な資料購入費を基に」、

「豊富な資料の有効活用が図ら

れず～」の「豊富」はいらない。 

 

【ア 反映する意見】 

いただいたご意見を踏まえ

修正します。 

 

⑶ 第１章に関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

６ 

Ｐ４ 

文言の修正 

「市民のほか松本大学～」を「市

民のほか松本大学短期大学部」

へ修正。 

【ア 反映する意見】 

いただいたご意見を踏まえ

修正します。 

７ 

Ｐ８ 

図書館の今と

未来 

ＩＣＴ活用 

イラストの「ＩＣタグで盗難防

止ゲート 自動貸出・返却」を、

できれば「ＩＣタグで自動貸出・

返却 不明本の削減」にしたら

どうか。 

【ア 反映する意見】 

「ＩＣタグで自動貸出・返

却 所在不明本の削減」に

修正します。 

８ 

Ｐ１１ 

図書館の今と

未来 

職員 

今の松本市の図書館の職員、現

在のスキルを持つままでは、実

現は不可能に近く、夢物語のよ

うに思えた。正直、今できること

を一つ一つ確実に職務に従事し

ていただきたいと願う。特に今

のここ松本市の図書館の職員、

司書のスタッフの方々は、まさ

に書いてあるように下を向いて

ばかりの人が多く、目の前の利

用者に気付かない、声をかけに

くい、人によって対応の仕方が

全然違っていて、基本的な挨拶

もしない人や、カードの返却も

【ウ 参考とする意見】 

ご意見をお受けし、具体的

な取組みの参考とします。 
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雑で気分を害したり、名札もし

ない人、利用者が通ってもどい

てくれなかったり、数路をふさ

ぐスタッフ。きっと自分のやる

ことに必死やあまりにも一人の

業務が一杯一杯で、能力やキャ

パオーバーなのか、スタッフの

チームとして機能していないよ

うに映る。自分が個々の利用者

だったら、どうしたら喜ばれる

のか、もっと一人ひとりが真剣

に考えて仕事に取り組んでいた

ら向上できるはず。今の職務の

接遇レベル、ホスピタリティで

は何一つもできないように見え

る。 

９ 

Ｐ１１、１２ 

図書館の今と

未来 

職員 

今やることで未来の話ではな

い。 

【ウ 参考とする意見】 

可能なものから随時対応し

ていきます。 

10 

Ｐ１３ 

図書館の今と

未来 

施設・設備 

イラストの「しかも駐車場が狭

い」の「しかも」を取る。 

【ア 反映する意見】 

いただいたご意見を踏まえ

修正します。 

 

 ⑷ 第２章に関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

11 

Ｐ１９ 

基本理念 

「ガク都の広場」を「学都の広

場」へ修正する。 
【エ 対応できない意見】 

基本理念「出会う つなが

る ガク都の広場」は松本

市（三ガク都（学都・楽都・

岳都））を図書館が多様な情

報で支えていることを表し

ています。 

12 

Ｐ１９ 

 

「人と情報、情報と情報、人と人

をつなぐという～」を「人と情

報、情報と情報、人と人を、つな

ぐという～」に修正する。 

【エ 対応できない意見】 

松本市中央図書館あり方検

討委員会報告書で示され

た、松本市図書館が目指す

将来像の文言をそのまま使

用しています。 
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 ⑸ 第３章施策の柱１に関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

13 

Ｐ２１ 

背景と課題 

図書館は、プランに記載されて

いる「市民の読書を支援するだ

けでなく、地域や個人の生活や

仕事の課題解決を情報で支える

重要な役割を担う施設」ではな

いと考える。 

【オ その他】 

松本市図書館は、いつでも

どこでも誰にでも開かれた

地域の情報拠点として、人

と情報、情報と情報、人と

人をつなぐという図書館の

持つ多様な機能を生かし、

暮らしと地域の課題解決を

はじめとした市民の多様な

学びを支える図書館を目指

しています。 

14 

Ｐ２２ 

■蔵書の量と

質の充実 

松本市ならではの山岳文庫やユ

タ日報などの特別コレクション

の充実や積極的活用について記

載があればよいと思う。 

【ア 反映する意見】 

次のとおり追記します。 

・松本市図書館が所蔵する

ユタ日報※１や山岳文庫※２、

折口文庫※３、栗本文庫※４等

の特別文庫の周知を図り、

積極的活用に努めます。 

15 

Ｐ２２ 

■蔵書の量と

質の充実 

購入が困難な貴重な資料や高額

な専門書を充実していっていた

だきたい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

市民の要望と社会的動向が

反映されるよう配慮し、幅

広い多様な資料収集に努め

ます。 

16 

Ｐ２３ 

■多文化サー

ビス 

外国由来の子どもたちは、母国

語で本を読みたいという欲求を

持っている。今後電子図書館の

多言語化を図る際は、子ども向

け及び中高生向けの書籍を充実

させてほしい。母国文化保持も

大切だからだ。今まで扱いがな

かった言語の本も読めるように

してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 

17 

Ｐ２３、２４ 

■児童・青少

年サービス 

自宅近くに図書館がない子ども

にとっては、市の図書館は行き

たくても行けない場所である。

先月始まったデジ図書信州のよ

うな電子図書サービスは、アク

セス問題を解消するので大歓迎

する。ただ、登録のために図書館

へ行けない子もいる。初期登録

をもっとしやすくしてほしい。

このサービスのことを知らない

【イ 趣旨同一の意見】 

第３章施策の柱３誰もがい

つでもどこでも「知る」「学

ぶ」～ＩＣＴの活用～■利

用登録の電子化の中で、取

組んでいきます。 
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子もたくさんいる。ぜひ子ども

達にも周知して利用したい子が

皆利用できるようにしてあげて

ほしい。 

18 

Ｐ２４ 

■レフェラル

サービスと課

題解決のため

の他機関との

連携強化 

ＭＬＡ連携の具体的事例とし

て、松本市の地域資料検索「まつ

サーチ」の充実や活用について

の記載があればよい。 

【ア 反映する意見】 

次のとおり修正します。 

・博物館、美術館、文書館

とのＭＬＡ連携※８を行い、

松本市の地域資料検索まつ

サーチ※９の周知や利用等

をとおして、図書館のみで

は補いきれない専門知識や

集積された地域資料など必

要な情報を市民に提供でき

る体制づくりを目指しま

す。 

19 

Ｐ２５ 

■市内図書館

をつなぐ図書

館ネットワー

クとサービス

ポイントの設

置 

「サービスポイント」の在り方

として、公共図書館の不都合さ

から解放された図書館連携型マ

イクロライブラリとして、主な

駅内に設置すればよい。 

設置対象を「主な駅構内」とした

理由は、「駅前等アクセスがいい

場所、通勤通学に便利な場所」と

の記述であれば、駅前ではなく、

駅内に設置することで、場所的

利便性がより向上すると考え

る。加えて、連絡性が悪い「地域

公共交通」の付加価値にもなり、

施設間の相乗効果が期待できる

ものと考える。また、すべての駅

に設置することは困難であると

ことを鑑みて、「重要な交通結節

点となる駅を主な駅として整備

を進めたらよいと考える。 

また以下３つの機能を付加すれ

ばよいと考える。 

①宅配ボックスを利用した予約

資料の受渡、返却 

開館時間に制約されずに、利用

者の都合で受取ができるよう、

「オープン型宅配ボックス」を

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、今

後の取組みの参考としま

す。 
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設置することで、時間的利便性

が向上すると考える。また、職

員配置も不要となり、長期的な

経済性も向上すると考える。 

②除籍本や寄贈本の常設 

貸出の期間や手続きに制約され

ず、自由に借りられることで、

図書館を利用したことのない人

への障壁を下げることができる

と考える。ただし、設置当初の

一定期間は、有害本や汚損本の

排除などの対応（職員の定期巡

回など）が不可欠と考える。 

③サードプレイス（自由に飲食

し、会話できるスペース）の提供 

飲食に制限があり、静かにして

いることが周知に事実となって

いる図書館を利用したことのな

い人への障壁を下げることがで

きると考える。居心地のいい場

所として、青少年の居場所とも

なりえると考える。 

20 

Ｐ２５ 

■来館が困難

な市民に向け

たサービスの

充実 

「心身の障がいや高齢等で図書

館へ来館することが難しい方」

という記載が、対象者を限定し

ている。 

【ア 反映する意見】 

次のとおり修正します。 

現在の宅配サービス（やま

びこ文庫）は、心身の障が

いや高齢等で図書館へ来館

することが難しい方を対象

に月 1 回自宅や入居施設に

資料を配達しています。 

21 

Ｐ２５ 

■来館が困難

な市民に向け

たサービスの

充実 

デイジー図書の記載があればよ

い。 
【ア 反映する意見】 

次のとおり追記します。 

また、視覚障害者情報総合

ネットワーク（サピエ）か

ら借受けたり、ボランティ

アにより作成されたデジタ

ル録音図書（デイジー図書）

を郵送貸出しています。今

後もサービスの周知を図

り、利用促進に努めます。 
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 ⑹ 第３章施策の柱３に関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

22 

Ｐ３３ 

■市民ニーズ

に合わせたゾ

ーニング 

■居場所の提

供 

声を出してのグループワーク等

ができる場をぜひとも充実させ

ていただきたい。カフェのよう

な場所で学習ができるスペース

を含め、図書館に限らず自習ス

ペースを増やしていただきた

い。現状自習スペースが少な

く、場所取りが必要な状況にな

っている。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、今

後の取組みの参考としま

す。 

 

 

  ⑺ 第３章施策の柱４に関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

23 

Ｐ３６ 職員について、意識改革と資質

向上が謳われているが、そもそ

も現在の職員の意識や資質が不

足しているとしたら、その原因

の一つは職員の人事や待遇にあ

るのではないか。正規職員が図

書館以外の部署と数年でローテ

ーションしたり、非常勤職員の

給与が最低賃金とほとんど変わ

らない条件であったりすれば、

職員の意識や資質の向上にも限

界があると思う。これからの時

代を担う若者にとって図書館が

魅力的な職場であるために、職

員が安心して専門性の向上に努

められるような人事制度の整備

や待遇改善を方向性として打ち

出すべきだと考える。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、今

後の取組みの参考としま

す。 

  

 

 

 ⑻ 第３章施策の柱５に関する意見 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

24 

Ｐ４０ 

 

「自然豊かな場所で読書」は変

えるべき。 
【エ 対応できない意見】 

松本城三の丸エリアビジョ

ンでは、中央図書館周辺を
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「旧開智学校界隈」とし、

豊かな自然環境を体感でき

る日常の憩いの場の創出が

将来像として掲げられてお

り、その将来像に沿うもの

です。 

 

  ⑼ その他 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

25 

駅前への図書

設置について 

駅前に図書館を設置し、観光客

も楽しめるスペースとする。山

関連の本、松本の観光案内、松

本の歴史書等を用意し、地元の

知識者などの講義を入れること

などで、滞在中の日程をより興

味深いものにすることで、松本

にまた帰って来たいというリピ

ーター作りや 1 泊でも多く松本

に滞在できる仕組みを作る。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 

26 

駅前への図書

設置について 

訪日外国人も利用できるスペー

スとする。多言語の本も用意し、

訪日外国人も松本滞在中に松本

の知識を取得し、FreeWi-Fiを使

い、SNSで情報発信できる場所と

する。物産展を併設し、一般の

お土産を販売するのではなく、

SDGｓに関連した商品（乗鞍の植

林権）、松本城城主権又は果物、

りんご、和牛などを冷凍で空港

で受け取れるサービスを行う。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 

27 

駅前への図書

設置について 

駅前にあることで市民の利用も

通勤通学途中、又は昼休みに利

用するなどで利便性も上がる。

現在はあまり交流のない信州大

学や松本大学の学生の交流も生

まれることで、より活気のある

若手の活動の場を作り、リモー

トワークスペースを作ることで

若手起業家との交流も生まれ、

三ガク都に新たな産学が生まれ

ると思う。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 
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上記設備（No～No）をホテルや

バスターミナルの遊休スペース

に設置することで、小さな投資

でスタートすることができる。 

28 

駅前への図書

館設置につい

て 

駅前に建設する方向ありきの全

体プランである様に思われる内

容となっている。 

【オ その他】 

市民の利便性の向上を図る

ため、アクセスが良く、人

の集まりやすい場所の具体

例として、駅前への図書館

設置の検討を行うとしてい

ます。 

29 

駅前への図書

設置について 

松本駅近辺へ図書館機能を含む

施設を設けることは反対。 

ただし、図書館検索機の設置、

予約、予約本の受取、本の返却

を行えるコーナーを作ってほし

い。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 

30 

中央図書館に

ついて 

現在の中央図書館はいかにも狭

く、暗く、書架に出ている本も

少ないと思うので、その点考慮

し、現地建て替えが望ましい。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 

31 

併設機能につ

いて 

図書館にコンビニなど併設しな

いでほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見としてお受けし、具

体的な取組みの参考としま

す。 

32 

注釈について Ｐ２４、３６、３９の注釈を、本

紙第４章資料編Ｐ○としたほう

が良い。 

【ア 反映する意見】 

いただいたご意見を踏まえ

修正します。 

  

 ⑼ 概要版について 

№ 項 目 意見等の概要 市の考え方 

33 

 概要版は、より多くの市民の目

に触れることを想定して用意し

ていると思う。本編を一切読ま

なくても、プランの意図が伝わ

るように、本編から重要な記述

を抜き出して繋ぎ合わせるので

はなく、概要版のための表記を

工夫する必要があるように感じ

た。例えば、２ページ目「図書館

の今」の見出しには「施策の柱」

【ア 反映する意見】 

いただいたご意見の趣旨を

踏まえ、より市民に周知を

図るため、わかりやすく作

成し直します。 
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それぞれの副題が流し込まれて

いるが、このページだけ眺めた

読み手には、この見出しの意図

が伝わりづらいと思う。また５、

６ページ目「未来プランの取組

内容」では「レフェラルサービ

ス」「MLA 連携」といった注釈な

しの専門用が散見され、やはり

理解が遠のいてしまう。図書館

サービスに詳しくない市民が初

めて読む資料という設定で、表

現全体を再考してみてほしい。 
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市議会経済文教委員協議会での意見の概要と市の考え方 

 

 

１ 意見に対する対応 

 

２ 意見等の概要及び市の考え方 

 ⑴ プラン（案）全般に関する意見 

No 項目 意見の概要 市の考え方 

１ Ｐ３９ 

中央図書館の位

置付け 

 

プランの中で、駅前に図書館設

置検討と図書館本体の長寿命

化が上がっている。それぞれが

どういう位置付けなのかわか

りづらい。 

【ア 反映する意見】 

位置付けをわかりやすくする

ため、次のとおり修正します。 

方向性：今ある中央図書館は、

松本市の基幹図書館として、

現在地で市全域へのサービス

を実施し、多くの市民が利用

する施設にふさわしい安心・

安全で快適な環境を整備する

必要があります。また、施策

の柱３の方向性で目指すコミ

ュニティの拠点としての図書

館機能を発揮するため、中心

市街地のよりアクセスのよい

駅前へも図書館設置すること

を検討します。  

 

２ プランの進め方

について 

シリウスなど盛況な図書館か

らデータをもらい、良い部分や

なぜ人が集まってくるのかと

いうことを分析し、進めていっ

てほしい。 

 

【ウ 参考とする意見】 

具体的な取組みの参考としま

す。 

区 分  件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正するもの ２件 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれてい

るもの 

１件 

ウ 参考とする意見 今後の参考とするもの １件 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの ０件 

オ その他 その他の意見 ０件 

別紙２ 
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３ 

 

施策の柱につい

て 

施策の柱１から５の立て方に

ついて、施設が最初に来ており

よくない。 

【ア 反映する意見】 

いただいたご意見を踏まえ修

正します。 

施策の柱の順番は、松本市中

央図書館あり方検討委員会報

告書中の将来像を実現するた

めのサービスに記載されてい

る並び（①図書館を拠点とし

た情報ネットワーク、②ＩＣ

Ｔの利活用、③交流の拠点、

④求められる職員体制や運営

体制、⑤求められる施設や設

備・立地）を参考に修正しま

す。 

 

 

 ⑵ 第３章施策の柱４に関する意見 

No 項目 意見の概要 市の考え方 

４ 

 

 

 

Ｐ３６ 

職員体制につい

て 

松本市の職員体制が厳しいと

されている。ＩＣＴ化で改善を

していくとなっているが、それ

だけでなく人の力も必要なの

で、職員体制強化をしてほし

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

施策の柱：職員についての部

分で取組んでいきます。 

 

 



                                        別紙  

 

章 内　容

第１章

図書館の今と未来
松本市図書館の現状と期待される未来についてイラストで記載

第２章

松本市図書館の基本理念

松本市図書館が目指す図書館像を基にした基本理念とその実現の

ための施策体系を記載

第３章

松本市図書館が目指す姿を

実現するために

松本市図書館を取り巻く背景と課題から、今後の方向性を示し、

目指す姿を実現するための具体的な取組及び評価指標を記載

第４章

資料編

未来プラン策定に関係する計画、図書館サービスの現状及び松本

市中央図書館あり方検討委員会報告書概要版を記載

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

近年、人口減少や少子高齢化、ICT化の加速、更に感染症の流行など社会環境が著しく変化するとと

もに、市民のニーズも複雑化し、図書館サービスに求められる役割が多様化しています。そこで、新た

な市民ニーズや社会の要請を踏まえ、新しいつながりや交流の拠点となる図書館や市民の生涯を通じ

た学びを支える地域の情報拠点となる図書館として、サービスの充実を図るため、図書館のサービス基

本計画となる松本市図書館未来プランを策定しました。 

 

  未来プラン策定の背景 

  未来プランの期間 

本プランの期間は、令和４年度か

ら令和１３年度までの１０年間で

す。令和１０年度の中央図書館長寿

命化改修後のオープンに向け、計画

策定から５年後の令和９年度に計画

の中間見直しを行います。 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

中間見直し

第３次学都松本子ども読書活動推進計画

中央図書館大規模改修事業

松本市総合計画（松本市基本構想2030）

第11次基本計画 第12次基本計画

第３次松本市教育振興基本計画 第４次松本市教育振興基本計画

松本市図書館未来プラン 松本市図書館未来プラン

松本市図書館未来プラン（案）  概要版 

松本市総合計画（基本構想２０３０・第

１１次基本計画）、松本市教育大綱、第３次

松本市教育振興基本計画を上位計画とし、

学都松本子ども読書活動推進計画との整合

性を保ちながら、施策を総合的、一体的に

推進するための計画と位置付けます。 

 

松本市教育振興基本計画

松本市図書館未来プラン
学都松本子ども読書活動推進計画

松本市公共施設等総合管理計画

国宝旧開智学校校舎保存活用計画

松本市教育大綱

松本城三の丸エリアビジョン

松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画

松本市総合計画（基本構想・基本計画）

公共施設等再配置計画

個別施設計画

各計画との連携

  未来プランの位置付け 

  未来プランの構成 

本プランは第１章で図書館の今と

未来について整理し、第２章では今後

目指す図書館像を基に基本理念を記

載しています。それらを受けて第３章

は松本市図書館が目指す姿を実現す

るための具体的な取組内容について

記載しています。 

3







  松本市図書館の基本理念 

  今、求められる図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

   

    

  

松本市図書館は、「いつでもどこでも誰にでも開かれた地域の情報拠点として、人と

情報、情報と情報、人と人をつなぐという図書館の持つ多様な機能を生かし、市民と共

に進化していく図書館」を目指します。また、三ガク都（岳都・楽都・学都）を多様な

情報で支え、そのシンカにつながる学びの拠点としてサービス充実を図るため、上記の

基本理念を定めました。 

 

出会う つながる ガク都の広場 

基本理念 

 令和２年度に外部専門家による「松本市中央図書館あり方検討員会」を設置し、これまで担

ってきた図書館の役割や機能の向上に加えて、新たな視点を取り入れた、松本らしいこれから

の図書館のあり方について検討を行い、「松本市中央図書館あり方検討委員会報告書」が教育委

員会へ提出されました。その報告書では目指す図書館像を上図のように示しています。 

 

 

 

・おしゃれ   

・居心地が良い   

・人と人がつながれる 

・程よい距離感  

・あらゆる年齢層が訪れやすい 

・色々な機能が融合している 

求められる図書館の共通点 

 図書館には、多様な資料の提供以外にも、閲覧席や学習席の増設、コンビニやカフェの

併設、明るく開放的で、複数の機能を融合した施設を望む声が多く寄せられています。 



  未来プランの取組内容 

具体的な取組み 取組内容

利用者登録の電子化 来館しなくても利用登録可能な方法の検討

Ｗｉ-Ｆｉ整備 インターネットに自由にアクセスし調べごとができるＷｉ－Ｆｉ導入

データベースの利用促進 データが電子化され利便性が高いデータベースの利用促進

広報・情報発信 紙媒体中心の広報から動画配信やＳＮＳ等を活用した広報への転換と強化

電子書籍の導入 市町村と県による協働電子図書館への参加と市単独導入の研究と検討

地域資料のデジタル化 地域資料のデジタル化とその公開に向けた調査研究の実施

ＩＣタグでの管理の検討
貸出・返却作業の効率化による利用者の利便性の向上とICタグを利用したサービス
ポイントの設置検討

情報格差解消への対応 ＩＣＴ等の活用や理解に役立つ情報の提供、利用案内、講座等の実施

施策の柱２　誰もがいつでもどこでも「知る」「学ぶ」　～ＩＣＴの活用～

具体的な取組み 取組内容

蔵書の量と質の充実 市民の要望や社会的動向等に配慮した資料の収集とわかりやすい展示方法の工夫

レファレンス（調査・相談）
サービス

ホームページ等を利用したレファレンス事例の積極的な公開と職員のサービス提供水
準の向上

行政へのサービス 行政課題の解決に役立つ資料の積極的収集と行政からのレファレンス受付体制の整備

多文化サービス
行政機関等と連携した外国人住民のニーズの把握と電子書籍を含む様々な多言語資料
の積極的収集

健康医療支援
医療関係機関等との連携による企画の実施や情報発信と信頼性の高い多様な資料の
収集

ビジネス支援 経営支援相談会やセミナーなどの実施と起業・創業等に必要な資料の収集

児童・青少年サービス 子どもの読書環境の整備と調べ学習などに役立つ資料の収集

専門機関との連携
博物館・美術館・文書館との連携のほか、公民館や学校図書館、外部の専門機関など
との連携強化

サービスポイントの設置 各分館をつなぐ図書館メール便を利用したサービスポイント設置の検討

来館が困難な方へのサービス 電子図書館の導入と朗読サービス、デジタル録音図書の利用促進

施策の柱１　人と情報、情報と情報、人と人をつなぐ　～ネットワークの強化～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



具体的な取組み 取組内容

職員のホスピタリティ向上 市民満足度を高める図書館サービス提供の実施

職員の資質・能力の向上 研修会等への参加を通した職員の専門性の向上と蓄積、外部機関との連携の実施

学校図書館司書との連携
学校司書との合同研修や情報交換の積極的な実施と学校支援レファレンスサービスの
利用促進

ＩＣＴの活用による
業務の改善

窓口業務の省力化による市民ニーズに対応した新たな図書館サービスの提供

図書館サービス提供体制の充実 館長の公募の検討や市民満足度の高い図書館サービス提供のための職員体制の充実

施策の柱４　地域に役立つ図書館になるために　～職員について～

具体的な取組み 取組内容

多様なサービス提供のための
施設整備

資料の配架・閲覧・保存、調査相談業務、集会など様々な図書館サービスに適した
空間の提供と維持整備

利便性の良い場所への
図書館設置

アクセスが良い駅前への図書館設置の検討

資料を生かす書架の設置 利用者の興味を引き出す展示スペースや配架が可能な書架の設置

市民ニーズに応える場の確保 居場所・交流・市民活動の場など多様な市民ニーズに対応できる空間の確保の検討

施設のユニバーサルデザイン化
誰もが来館でき、使いやすい施設整備とわかりやすい案内標識や蔵書関連サインの
推進

施設の長寿命化改修計画の立案 中央図書館と分館の長寿命化改修事業の計画的推進

施策の柱５　居心地の良い公共空間の提供　～図書館の施設と設備～

具体的な取組み 取組内容

ボランティアの養成と協働 ボランティアグループ相互の交流や連携推進と市民が参加しやすい環境の整備

市民の活動の場の提供 地域コミュニティ醸成のための施設活用の推進と仲間づくりや交流の場の設置推進

職員の出張サービス 職員が外へ出向き、図書館利用促進を図る取組みの実施

図書館と複数の機能との融合
子育て施設などの他施設の持つ機能との融合や人々の集まりやすい場所への図書館整
備の検討

市民ニーズに合わせた
ゾーニング

居場所、交流など多様な市民ニーズに対応する新たな場の提供検討

図書館を利用したことのない人
に向けた情報発信

図書館を利用したことのない人に向けた来館のきっかけとなるイベント等の実施

居場所の提供 全ての市民にとって安心してくつろげる第３の場所となる環境の整備

市内分館の活動充実
学校、地域づくりセンター、公民館、福祉ひろば等地域にある施設との連携や
地域特性を考慮した分館運営の実施

施策の柱３　人づくり、つながりづくり、地域づくり　～交流の拠点～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

松本市図書館未来プラン 

（案） 

 

「出会う つながる ガク都の広場」 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 月 

松本市教育委員会 

別冊 
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はじめに 

 

松本市図書館は、明治２４年松本尋常小学校長寄
より

藤
ふじ

好実
よしざね

が

同校に「開
かい

智
ち

書籍館
しょじゃくかん

」と名付けて創設し、明治３９年には規則を

制定、「開智図書館」と改称し、市民に一般公開したことが始ま

りとされています。 

「こどもからお年寄りまで歩いて通える場所に図書館を」を

目標とし、中央図書館の他市内に１０の分館（Ｐ３参照）を整備し

て地域に密着したサービスを提供してきました。そして、児童書

から郷土資料まで多様な資料を収集し、令和 3 年度末には全館合計の蔵書数が１３

０万冊に達しました。 

しかし、平成 17 年の市町村合併後、市域は拡大しましたが、市全域への図書館

サービスの拡大は進められてきませんでした。また、中央図書館の書架の狭隘化によ

り、利用者からは資料の配架が「わかりにくい」、「使いにくい」、「本が少ない」という

声が挙げられ、資料の有効活用が図られず、市民の８割は図書館を利用していない

という現状があります。 

近年、人口減少や少子高齢化、ICT化の加速、更に感染症の流行など社会環境が

著しく変化するとともに、市民のニーズも複雑化し、図書館サービスに求められる役

割が多様化しています。そこで、新たな市民ニーズや社会の要請を踏まえ、新しい

つながりや交流の拠点となる図書館や市民の生涯を通じた学びを支える地域の

情報拠点となる図書館として、サービスの充実を図るため、図書館のサービス基

本計画となる松本市図書館未来プランを策定しました。プランでは松本市中央

図書館あり方検討委員会で示された目指す図書館像を基に基本理念を定め、こ

れまで以上に地域に役立つ図書館を目指します。 

 なお、策定に当たっては、広く意見を伺い、プランに反映していくことを目的

に、市民にアンケートを実施しました。みなさんから松本市図書館に出された課

題に向き合い、期待に応えられるよう、その未来像を描き、「三ガク都」にふさ

わしい図書館のシンカに挑みます。 

 

 

松本市図書館キャラクター 

ライブラリス 



- 2 - 

 

松本市教育振興基本計画

松本市図書館未来プラン
学都松本子ども読書活動推進計画

松本市公共施設等総合管理計画

国宝旧開智学校校舎保存活用計画

松本市教育大綱

松本城三の丸エリアビジョン

松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画

松本市総合計画（基本構想・基本計画）

公共施設等再配置計画

個別施設計画

各計画との連携

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

中間見直し

中央図書館長寿命化改修事業

第３次学都松本子ども読書活動推進計画

　　　松本市図書館未来プラン                松本市図書館未来プラン

松本市総合計画（松本市基本構想2030）

第11次基本計画 第12次基本計画

第３次松本市教育振興基本計画 第４次松本市教育振興基本計画

 計画の位置付け 

  松本市総合計画（基本構想２０３０・第１１次基本計画）、松本市教育大綱、

第３次松本市教育振興基本計画を上位計画とし、学都松本子ども読書活動推

進計画との整合性を保ちながら、施策を総合的、一体的に推進するための計画

と位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画期間 

   本計画は、令和４年度から令和１３年度までの１０年間の図書館サービス

の方向性について示しています。令和１０年度の中央図書館長寿命化改修後

のオープンに向け、計画策定から５年後の令和９年度に計画の中間見直しを

行います。 
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10 

1 

 南部図書館 
松本市芳野4-1 

蔵書約8万冊 

平成2年開設 

2 

 あがたの森図書館  
松本市県3-1-1 

蔵書約3万冊 

昭和54年開設 

3 

 鎌田図書館 
松本市両島5-50 

蔵書約3万冊 

平成2年開設 

4 

 寿台図書館 
松本市寿豊丘649-1 

蔵書約3万冊 

平成5年開設 

5 

 本郷図書館 
松本市浅間温泉2-9-1 

蔵書約4万冊 

平成11年開設 

6 

 中山文庫 
松本市中山3553-1 

蔵書約17万冊 

平成13年開設 

7 

 島内図書館 
松本市島内4970-1 

蔵書約5万冊 

平成13年開設 

8 

 空港図書館 
松本市今井4237-1 

蔵書約5万冊 

平成14年開設 

9 

 梓川図書館 
松本市梓川梓562-1 

蔵書約6万冊 

平成24年開設 

10 

 波田図書館 
松本市波田10106-1 

蔵書約10万冊 

平成22年合併 

★ 

 中央図書館  
松本市蟻ケ崎2-4-40  

蔵書約69万冊 

明治24年開設 

(平成3年築) 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 2 
1 

併設館 

併設館 

併設館 

併設館 

併設館 

併設館 

併設館 

単独館 

単独館 

単独館 

単独館 

松本市図書館マップ 

各分館の運営方針は 

Ｐ３７～３８参照 
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第１章 

 

図書館の今と未来 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 第 1章では、今の図書館について感じて

いること、思っていること、未来の図書館

についてこうなってほしいという期待や要

望を、市民のほか松本大学松商短期大学

部、松本県ケ丘高等学校探究科、まつもと

子ども未来委員会のみなさんからいただい

たアンケート結果を基にイラストでまとめ

ました。 

アンケート 対象 期間 回答件数 

市民 及び 図書館来館者 令和 2 年 6 月 13 日 ～ 27 日 1 , 388 件 

まつもと 子 ども 未来委員会 令和 4 年 1 月 16 日 ～ 1 月 24 日 19 件 

松本県 ケ 丘高等学校探究科学生 令和 4 年 3 月 1 日 ～ 15 日 47 件 

松本大学松商短期大学部学生 
（ 司書課程 ） 

令和 3 年 12 月 4 日 （ レポート 提 
出 ） 

18 件 



- 5 - 

 

他にも…… 

・探している本が見つからない 

・本が多すぎて探しづらい 

・困ったときにどこへ相談すればよいか分からない 

・市の他の施設で今何をしているのかが分かるようなコーナーが欲しい 
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他にも…… 

● 調査の手引きを整備 

● 相談事例の共有・研修 

● やまびこ文庫・郵送サービス 

● 学校図書館との連携 

➡ 詳細は第3章 施策の柱１ へ 
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他にも…… 

・利用者用パソコンが少ない 

・Wi-Fiが使えない 

・発信している情報が古い 

・電子書籍が読みたい 

 

・貴重資料をデジタル化してほしい 

・パソコンがない人の情報アクセスを 

・SNSを活用してほしい 

・図書館用アプリをつくってほしい 
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他にも…… 

● データベースを充実 

● 地域資料のデジタル化 

● リモートワーク用スペース 

● SNSで情報発信 

➡ 詳細は 第3章 施策の柱２ へ 
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他にも…… 

・開館時間を長くしてほしい 

・開館日を増やしてほしい 

・楽しいイベントを開催してほしい 

・利用しやすい場所に図書館を 

 

・グループ活動できる部屋がほしい 

・展示スペースがほしい 

・趣味の交流ができるような機会を 

・図書館でボランティア活動がしたい 
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他にも…… 

● サポーター・ボランティアと協働 

● 人の集まる場所へ出向く 

● 開館日・開館時間の見直し 

● 交流の場の提供 

➡ 詳細は 第3章 施策の柱３ へ 



- 11 - 

 

他にも…… 

・窓口に座っているだけではなく書架に出てきてほしい 

・サービスごとに専門職員の配置をしてほしい 

・司書の増員、待遇改善を 

・外国語のできる職員、手話のできる職員を配置してほしい 
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他にも…… 

● 業務手順の見直し 

● 事例共有 

● 他市・他施設との人事交流 

● ひとりひとりの意識改善 

➡ 詳細は 第3章 施策の柱４ へ 
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他にも…… 

・空調設備の改善 

・階段が急すぎる 

・トイレが古い 

・プライバシーに配慮した窓口 

 

・本棚が少ない、もっと本が見たい 

・書庫に入れるようにしてほしい 

・棚の順番がわかりづらい、動線が悪い 

・本が日焼けしている 
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他にも…… 

● 駅前で本の貸出・返却 

● わかりやすい案内表示 

● 書架の見直し、書庫の拡張 

● 市民ニーズに対応した空間 

➡ 詳細は 第3章 施策の柱５ へ  
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面積 978.47k㎡
中央館蔵書数

（自治体全蔵書数）（※）

691,771冊
（1,307,599冊）

人口（R4.4.1） 236,345人
分館数

（サービスポイント数）
10館

（なし）

世帯数（R4.4.1） 107,518世帯 資料費決算額（※）
89,363千円

うち図書費　80,175千円

延べ面積
（図書館延べ面積）

4,831.64㎡
（単独館）

市民一人当たり貸出冊数
（平成30年度）

6.62冊

施設全体の年間来館者数(※） 181,321人
蔵書回転率

（貸出冊数÷蔵書数）（※）
1.19回

開設年 明治24年（平成3年）
蔵書新鮮度

（受入冊数÷蔵書数）（※）
3.53%

職員数（非常勤含）(※） 73人 市民一人当たりの蔵書数（※） 5.5冊

施設に入居する機関

【公共施設】
図書館
【民間施設】
カフェなど

特徴・主要事業概要
・多種多様な情報や学習機会を提供する生
涯学習の拠点施設

※令和3年度の数値

松　本　市

ｖ 

   

現在の松本市中央図書館 
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面積 290.18k㎡
中央館蔵書数

（自治体全蔵書数）（※）

413,546冊
（555,541冊）

人口（R4.4.1） 66,605人
分館数

（サービスポイント数）
8館

（なし）

世帯数（R4.4.1） 28,333世帯 資料費決算額（※）
35,196千円

うち図書費　27,697千円

延べ面積
（図書館延べ面積）

11,902㎡
（3,286㎡）

市民一人当たり貸出冊数
（平成30年度）

9.93冊

施設全体の年間来館者数(※） 500,710人
蔵書回転率

（貸出冊数÷蔵書数）（※）
1.22回

開設年 平成22年
蔵書新鮮度

（受入冊数÷蔵書数）（※）
3.74%

職員数（非常勤含）(※） 57人 市民一人当たりの蔵書数（※） 8.34冊

施設に入居する機関

【公共施設】
図書館本館・子育て支援センター・
市民交流センター・諸証明発行窓口・
観光課・産業政策課・先端産業推進室
【民間施設】
市観光協会・塩尻商工会議所・歯科医院・ふる
さとハローワーク・カフェなど

特徴・主要事業概要
・意欲と活動が生まれる滞在型図書館
・青少年の交流の場となる図書館
・本を読む人を増やす事業展開

※令和3年度の数値

塩　尻　市

 

   

塩尻市市民交流センターえんぱーく 

（長野県塩尻市） 

～こんな図書館あったらいいな～ 

  駅前で勉強できる図書館 
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面積 27.09k㎡
中央館蔵書数

（自治体全蔵書数）（※）

459,960冊
（638,609冊）

人口（R4.4.1） 241,565人
分館数

（サービスポイント数）
2館

（4カ所）

世帯数（R4.4.1） 113,254世帯 資料費決算額（※）
40,007千円

うち図書費　26,331千円

延べ面積
（図書館延べ面積）

22,904㎡
（6,560㎡）

市民一人当たり貸出冊数
（平成30年度）

6.40冊

施設全体の年間来館者数(※） 2,229,185人
蔵書回転率

（貸出冊数÷蔵書数）（※）
2.21回

開設年 平成28年
蔵書新鮮度

（受入冊数÷蔵書数）（※）
4.03%

職員数（非常勤含）(※） 88人（委託派遣含） 市民一人当たりの蔵書数（※） 2.64冊

施設に入居する機関

【公共施設】
図書館・生涯学習センター・芸術文化ホール・
屋内こども広場・市役所連絡所
【民間施設】
カフェ・イベント観光協会・コミュニティFM放
送スタジオ

特徴・主要事業概要

・「市民の居場所」の滞在型図書館
・健康都市図書館
・シリウス融合事業の実施
（シリウスを構成する4施設で1つのテーマ
のもとそれぞれの専門性を発揮した事業を
一堂に実施）

※令和3年度の数値

大　和　市

 

   

大和市文化創造拠点シリウス（神奈川県大和市） 

～こんな図書館あったらいいな～ 

  みんなで交流できる図書館 
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面積 203.60k㎡
中央館蔵書数

（自治体全蔵書数）（※）

568,186冊
（876,225冊）

人口（R4.4.1） 402,965人
分館数

（サービスポイント数）
6館

（5カ所）

世帯数（R4.4.1） 183,506世帯 資料費決算額（※）
77,091千円

うち図書費　58,536千円

延べ面積
（図書館延べ面積）

15,444㎡
（9,210㎡）

市民一人当たり貸出冊数
（平成30年度）

6.01冊

施設全体の年間来館者数(※） 819,999人
蔵書回転率

（貸出冊数÷蔵書数）（※）
2.25回

開設年 平成27年
蔵書新鮮度

（受入冊数÷蔵書数）（※）
6.00%

職員数（非常勤含）(※） 116人 市民一人当たりの蔵書数（※） 2.17冊

施設に入居する機関

【公共施設】
岐阜市立中央図書館・市民活動交流セン
ター・多文化交流プラザ
【民間施設】
カフェ、コンビニ

特徴・主要事業概要

・身近な滞在型図書館
・子どもや中高生がつながる図書館
・まちがつながる図書館
・シビックプライドライブラリー

※令和3年度の数値

岐　阜　市

 

   

みんなの森メディアコスモス（岐阜県岐阜市） 

～こんな図書館あったらいいな～ 

 １日中いても飽きない図書館 

３館（塩尻市・大和市・岐阜市）の共通点 

・おしゃれ   ・居心地が良い  ・人と人がつながれる 

・程よい距離感 ・あらゆる年齢層が訪れやすい 

・いろいろな機能が融合している 
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市民×職員 
 

市民と共につくる 
 

職員の専門性と 

体制の持続性 

資料×情報 
 

紙×電子 
 

「暮らしと地域」の 
課題解決 

多様な学びを支える 

施 設 
 

安心安全で開かれた 

快適な空間 
 

図書館ネットワーク 

人と情報、情報と情報、人と人をつなぐ地域の情報拠点 

× 

一人ひとりの活動の場と新たな関係性が生まれる場 

 

基本理念 
 

第２章 松本市図書館の基本理念 

 令和２年度に外部の専門家５名による「松本市中央図書館あり方検討委員会」

を設置し、これまで担ってきた図書館の役割や機能の維持向上に加えて、新たな

視点を取り入れた、松本らしいこれからの図書館のあり方について検討を行い、

「松本市中央図書館あり方検討委員会報告書」が教育委員会へ提出されました。

松本市図書館は、この報告書で示された目指す図書館像を基に以下の基本理念

を定めました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつでもどこでも誰にでも開かれた地域の情報拠点として、人と

情報、情報と情報、人と人をつなぐという図書館の持つ多様な機能を

生かし、市民と共に進化していく図書館を目指します。 
 

 

 

 

 

出会う つながる ガク都の広場 



 蔵書の量と質の充実

 レファレンス（調査・相談）サービス

 行政へのサービス

 多文化サービス

 健康医療支援

 ビジネス支援

 児童・青少年サービス

 レフェラルサービスと課題解決のための他機関との連携強化

 市内図書館をつなぐ図書館ネットワークとサービスポイントの
設置

 来館が困難な市民に向けたサービスの充実

 利用者登録の電子化

 Ｗｉ－Ｆｉ整備

 データベースの充実と活用促進

 広報・情報発信

 電子書籍の導入

 地域資料のデジタル化の推進

 資料のＩＣタグ化による管理の検討

 情報リテラシー（情報活用能力）向上のための支援、デジタル
デバイド（デジタル機器を利用する人としない人の情報格差）
解消への対応

 図書館サポーター、読み聞かせボランティア、朗読ボランティ
ア、子ども読書推進サポーターの養成と協働

 共に学び合い、地域のために行動する市民の活動の場の提供

 職員の出張サービス

 図書館と複数の機能との融合

 市民ニーズに合わせたゾーニング

 図書館を利用したことのない人に向けた新たなサービスや情報
発信

 居場所の提供

 地域密着型の分館の活動充実

 職員のホスピタリティの向上

 職員の資質・能力の向上

 学校図書館司書との連携

 ＩＣＴの利活用による業務の改善

 図書館サービス提供体制の充実

 多種多様なサービス提供のための施設整備

 利便性の良い場所への図書館設置

 資料を生かす書架の設置

 市民ニーズに応える場の確保

 施設のユニバーサルデザイン化

 施設の長寿命化改修計画の立案

４　地域に役立つ図書館になるために
          ～職員について～

松本市図書館未来プラン　施策体系図

５　居心地の良い公共空間の提供
     ～図書館の施設と設備～

１　人と情報、情報と情報、人と人をつなぐ
         ～ネットワークの強化～

２　誰もがいつでもどこでも「知る」「学ぶ」
            ～ＩＣＴの活用～

３　人づくり、つながりづくり、地域づくり
            ～交流の拠点～

基本理念 施策の柱 具体的な取組み

出
会
う

つ
な
が
る

ガ
ク
都
の
広
場
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背景と課題 

第３章 松本市図書館が目指す姿を実現するために 

 

 

 

 

 

 

幅広い図書館機能の周知の必要性 

図書館は、市民の読書を支援するだけでなく、地域や個人の生活や仕事

の課題解決を情報で支える重要な役割を担う施設です。文化教養、趣味、

娯楽から調査研究まで幅広い資料を収集し、提供することにより、人と情

報、情報と情報、人と人をつなぐ機能も持ち合わせています。しかし、図

書館が利用者に代わって情報収集や調査をする業務や、市民にとって必要

な情報が長年蓄積され続けていることなどを知らない市民は多くいます。

誰もが資料や情報を利用することができ、開かれているはずの公共施設で

あるにもかかわらず、図書館に来館する目の前の利用者に良いサービスを

提供することに重点を置いてきた結果、図書館サービスの内容や図書館機

能への理解、体験が市民全体に十分に浸透していない現実があります。 

  地域を支える知的インフラとして図書館の役割や存在意義を市民に広く  

理解してもらい、役立つ図書館として認知されることが必要です。 

 

 

 

  あらゆる分野で根拠のある情報を収集し、整理し、提供できる仕組みと人を

備えている施設は図書館以外にありません。今後も社会の変化や市民ニーズ

を踏まえ、地域が抱える様々な課題の解決や暮らしに役立つ資料・情報の収集

に努めます。そして、それらを基に課題解決を支える役割を果たし、庁内はも

とより、各公共施設、学校、外部の専門機関等と密接に連携し、市民や地域に

役立つ図書館を目指します。 

  また、中央図書館及び分館１０館をつなぐメール便を利用し、サービスポイ

ントを増やすなど市民の利便性の向上に努めます。 

 

 

 

 

施策の柱１ 人と情報、情報と情報、人と人をつなぐ ～ネットワークの強化～

方向性 
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※５パスファインダー・・・図書館利用者に対して特定のテーマに関する各種情報資源や探索方法を紹

介・提供する初歩的なツール 

※１ユタ日報・・・明治末期に信州からアメリカに移住した寺澤畝雄・國子夫妻が、ユタ州ソルトレ

イクシティで発刊した日本語新聞。大正３年（１９１４年）から平成３年（１９９１年）まで発刊さ

れ、第二次世界大戦中も発刊が続けられた歴史的に貴重な資料。平成５年に松本市に寄贈された。 

 

※２山岳文庫・・・松本南ロータリークラブより寄贈された基金を基に創設された山岳関係図書。ア

ルプスの玄関口にふさわしい文庫として日本山岳史上貴重な資料約８，０００点を所蔵。 

 

※３折口文庫・・・長年に渡り竹内貞氏が収集した折口信夫に関係した資料。県内での折口の足跡を

知る上で貴重な資料となっており、約２，０００点を所蔵。 

 

※４栗本文庫・・・栗本勤信州大学名誉教授の愛蔵書によるコレクション。ドイツ、日本の社会科学

関係資料を中心に約２３００点を所蔵。 

■蔵書の量と質の充実 

・市民の要望と社会的な動向等が十分反映されるように配慮し、文化教養、趣味

娯楽から調査研究まで幅広い多様な資料を収集するとともに、地域や市民の

課題解決に役立つ資料を積極的に収集し、提供します。 

・目的を持って図書館へ来館する市民はもちろんのこと、図書館に目的を持たず 

に来館した市民も思わず資料を手に取るような配架の工夫や、一般的な図書分

類法にこだわらずテーマに沿った市民にわかりやすい展示を行います。 

・市民がもっと読みたくなる、使いたくなる資料の見せ方や出し方の工夫に努

め、知的好奇心をくすぐる図書館を目指します。 

・松本市図書館が所蔵するユタ日報※１や山岳文庫※２、折口文庫※３、栗本文庫※４

等の特別文庫の周知を図り、積極的活用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■レファレンス（調査・相談）サービス 

 ・市図書館ホームページでのレファレンス 

 事例の公開や国立国会図書館レファレ

ンス協同データベースへの事例登録な

どにより、積極的な事例公開と周知に

努めます。 

・個々の職員の経験・技術・知識量に

より、サービスの質が不均衡となって

います。市民の利便性の向上のため、

職員間で事例の共有や研修を行い、組織

として一定水準のサービスを提供します。 

・パスファインダー※５（調査の手引き）の整

備を今後更に進め、市民自身の調べる力の向上 

       を支援します。 

 

 

具体的な取組み 
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■行政へのサービス 

行政課題の解決に役立つ資料を積極的に収集し提供します。また、貸出方法の

簡素化、レファレンスの受付体制の整備など利便性の向上に努めます。 

 

■多文化サービス 

・電子書籍を含む本や雑誌、新聞など英語に限らない多言語資料の収集を行います。 

・図書館内表示（サイン）や広報、蔵書検索システムの多言語化を目指します。 

・行政や関係機関と連携して外国人住民のニーズの把握に努めます。 

・職員の多言語対応にタブレット端末や三者通話の通訳サービス等の活用を検

討します。 

■健康医療支援 

 ・医療関係機関などと連携し、医療関連 

の講演や研修、イベント等の企画・実 

施や情報について積極的に発信します。 

・多様な資料を収集しつつ、信頼性 

の高い資料の収集に努めます。 

・必要な資料・各種データベースを 

積極的に収集し、提供します。 

 

 ■ビジネス支援 

・創業支援を始めとして、経営支援や産

業振興支援などに係るセミナーや相談会

を積極的に企画・実施します。また、仕事や

起業・創業・経営などに必要な資料や各種データ

ベースを積極的に収集し、最新情報の提供に努めます。 

・関係機関や地域の企業と連携し、個人のみでなく地域経済の活性化にも寄 

与できるよう、広報を充実させ、サービスの利用促進を図ります。 

・非来館型サービスを拡充し、開館時間帯に来館しづらいビジネス世代にも使 

いやすい図書館を目指します。 

 

■児童・青少年サービス 

・学都松本子ども読書活動推進計画※６に基づいて、子どもが身近な場所で進ん

で本に親しみ、自ら学び知る楽しさを体得し、一人ひとりが自由に読書を楽し

み未来を拓く豊かな心と生きる力を育むための読書活動の整備を推進します。 

・調べ学習など学びに役立つ資料を積極的に収集するとともに、子どもに向けた

レファレンスサービスなどの広報を積極的に行います。 
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※７レフェラルサービス・・・利用者から情報の要求があった場合、その分野の適切な専門家や専門

機関に照会して情報を入手するサービス、または専門家や専門機関を利用者に提供するサービス 

 

※８ＭＬＡ連携・・・博物館（Museum）、図書館（Library）、文書館（Archives）の間で行われる種々

の連携や協力活動 
 

※９まつサーチ・・・松本市図書館、松本市美術館コレクション、松本のたから（文化財）、松本まる

ごと博物館所蔵品、国立国会図書館デジタルコレクション（インターネット公開）を横断検索できる

外部サイト 

 

※10松本城三の丸エリアビジョン・・・松本市図書館未来プラン第４章資料編Ｐ４６参照 

・職場体験の受入れや出前講座の実施等を始めとした中高生の図書館への理解

を深める活動を積極的に行い、利用促進に努めます。 

 

 

 

 

■レフェラルサービス※７と課題解決のための他機関との連携強化 

・博物館、美術館、文書館とのＭＬＡ連携※８ 

 を行い、松本市の地域資料検索まつサーチ※９ 

の周知や利用等を通して、図書館のみでは 

補いきれない専門知識や、集積された地 

域資料など必要な情報を、市民にス 

ムーズに提供できる体制づくりを目 

指します。 

・生涯学習の拠点である公民館と連携  

し、イベントや講座の開催に積極的  

に取り組みます。 

・調べ学習等に役立つ資料や授業・教材 

研究に関わる資料などの相談受付や、  

出前講座等の出張サービスの周知を行  

い、学校（小・中・高・大学）の課題解決  

に役立つよう学校支援レファレンスサービス 

に積極的に取り組みます。 

・松本城三の丸エリアビジョン※10 に基づき、地区住民や施設利用者、旧開智学

校など三の丸エリア庁内プロジェクトチームと連携し、学都の精神が育まれ

る環境や機会を創出します。 

・庁内はもとより、各公共施設、学校、外部の専門機関などと密接に連携し、ネッ

トワークの創出に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６学都松本子ども読書活動推進計画・・・子 ど も の 読 書 環 境 の 整 備 を 推 進 す る た め 策 定 し

た も の 。 お お む ね １ ８ 歳 ま で を 対 象 と す る 。 現 在 第 ２ 次 計 画 で 、 期 間 は 平 成 31

（ 2019） 年 度 か ら 令 和 5（ 2023） 年 度 ま で の 5 年 間  
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■市内図書館をつなぐ図書館ネットワーク  

とサービスポイントの設置 

・中央図書館及び分館１０館では、各図 

書館で地域特性を踏まえたサービスを

提供しています。 

毎日運行している図書館メール便を活

用し、利便性を高めるため、駅前等ア

クセスがいい場所、通勤通学に便利な

場所など生活導線を考慮した駅・市役

所・地域づくりセンターなどの公共施設

を活用したサービスポイントの設置を検

討します。 

 

 

■来館が困難な市民に向けたサービスの充実 

 ・現在の宅配サービス（やまびこ文庫）は、

心身の障がいや高齢等で図書館へ来館

することが難しい方を対象に月１回

自宅や入居施設に資料を配達して

います。今後は理由を問わず来館

が困難な市民に向けた郵送サービ

スや宅配サービスを検討します。 

 ・令和４年８月稼働予定の長野県内

の市町村と県による協働電子図書

館に参加し、インターネット環境が

あれば、時間や場所にとらわれず電子

書籍の貸出や返却等が可能な電子図書館

サービスの提供を進めます。 

・視覚障がい等により本を読むことが困難な方 

を対象にボランティアが朗読サービスを実施しています。中央図書館の対面 

朗読室や自宅、福祉施設等へ出向いてサービスを実施するほか、オンライン

による遠隔朗読サービスも更に拡大していきます。また、視覚障害者情報総

合ネットワーク（サピエ）から借受けたり、ボランティアにより作成された

デジタル録音図書（デイジー図書）を郵送貸出しています。今後もサービス

の周知を図り、利用促進に努めます。 
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 項目 現状（Ｒ３） 目標（Ｒ８） 

 貸出冊数 1,563,731冊 1,625,000冊 

  市民一人当たり 6.6冊 7.0冊 

 相互貸借貸出冊数 1,456冊 1,600冊 

 登録者数 53,137人 53,700人 

 蔵書新鮮度 3.53％ 4.00％ 

 蔵書回転率 1.19回 1.30回 

 レファレンス受付数 10,204件 10,700件 

 市各部署への資料の貸出冊数 40冊 80冊 

 外国語資料の購入冊数 124冊 年 200冊以上 

 健康医療支援に関する企画数 0件 年 2回以上 

 ビジネス支援に関する企画数 0件 年 4回以上 

 雑誌スポンサー数 6社 7誌 10社 10誌 

 年間の展示回数（図書館の企画展示） 226件 年 280件以上 

 他機関・市役所他部署との連携 17件 年 40件以上 

 報道機関等の掲載件数 19件 年 50件以上 

 対面朗読サービス 7カ所 73回 9カ所 90回 

 宅配サービス（やまびこ文庫） 61人 4,714冊 70人 5,100冊 

 

主な評価指標 
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背景と課題 

第３章 松本市図書館が目指す姿を実現するために 

 

 

  

 

 

 

  図書館のデジタル化への期待 

松本市は第１１次基本計画において、「デジタル化を、市民の生活を豊か

にし、安全・安心で快適な暮らしを実現するためのエンジンと捉え、全ての

施策において強力に取組みを進め、地域が持つポテンシャル（三ガク都）に

最先端のテクノロジーが融合した「デジタルシティ・松本」の実現に挑む」

とし、また、新しい学びへの挑戦として、「若い世代も含めた多様な世代が、

時間と空間の制約を受けずに、いつでも、どこからでも学びに参加できる生

涯学習の場づくり」などに挑むとしています。コロナ禍と急速に進むＩＣＴ

化を受け、図書館に対してもＷｉ－Ｆｉ環境の整備や電子図書導入等デジタ

ル化への要望が多くあります。 

  図書館利用のユニバーサルデザイン化と業務の効率化 

デジタルネットワーク化が更に進む社会の中で、誰もがいつでもどこで 

も「知る」「学ぶ」活動を行うための図書館サービスにアクセス可能とする

ため、ＩＣＴの利活用によるサービス改善や市民への新たな情報提供、また、

それを行うための業務の効率化は益々重要になります。 

 

 

 

 

ＩＣＴの活用により、電子書籍、地域の貴重資料や行政資料のデジタルアー

カイブ化など、来館しなくても情報にアクセスできる図書館サービスの拡充に

努めます。また、デジタル機器を利用する人としない人の情報格差に配慮しつ

つ、様々な理由で図書館に来ることが困難な市民に対する図書館サービスの提

供の拡充を進めます。 

また、資料管理や利用者の利便性の向上のため、ＩＣタグ導入について検討

します。 

 

 

 

施策の柱２  誰もがいつでもどこでも「知る」「学ぶ」 ～ＩＣＴの活用～

方向性 
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※１データベース・・・データや情報が体系化・構造化され、電子媒体に記録されているものであり、

コンピューターによって検索・アクセスできるもの。ここでは商用オンラインデータベースのことを指

す。中央図書館で導入しているデータベースは、以下のとおり。①信濃毎日新聞データベース、②朝日

新聞クロスサーチ（朝日新聞データベース）、③国立国会図書館デジタルコレクション、④官報情報検

索サービス、⑤Ｄ1-Ｌaw.com（第一法規法情報総合データベース）、⑥ジャパンナレッジＬｉｂ、⑦理

科年表、⑧日経テレコン 

 

 

 

 

 

 

■利用者登録の電子化 

非来館型のサービスを充実するに当

たり、現在来館が必須となっている利

用者登録の手続きを見直し、電子化に

ついて研究します。 

 

■Ｗｉ－Ｆｉ整備 

 図書館アンケートでも充実が必要

な環境整備として多くの要望が寄せら

れています。インターネット上の情報資

源を調査研究に活用できるよう、全館への

Ｗｉ－Ｆｉの整備を進めます。 

 

 

■データベースの充実と活用促進 

 現在８種類※１のデータベースを中央図書館で提供しています。今後、種類 

の拡充や利用環境を整備するとともに、その存在や利便性を周知し、利用の促

進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

■広報・情報発信 

若者世代は、生まれた時から情報通信技術が発達していて、日常的に電子 

 メディアを使用しています。現在紙ベースでの広報紙の発行や図書館ホーム 

 ページ、Ｆacebook による広報を主体としていますが、今後は動画配信、ＬＩ 

ＮＥなどＳＮＳ等を活用し、広報の強化を図ります。 

 

 

具体的な取組み 
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■電子書籍の導入 

新型コロナウイルス感染防止や読書バリア   

フリー法の施行などにより、時間や場所にと

らわれず、インターネットを通じて電子書籍

の貸出・返却等が可能な電子図書館サー

ビスに関心が高まっています。令和４年

８月稼働予定の長野県が進める市町村

と県による協働電子図書館に参加し、

電子書籍サービスを提供します。そして、

県と市町村による協働導入のメリット、

デメリットを精査し、市単独導入につい

ても研究していきます。併せて、電子書籍を

朗読化したオーディオブックについても導入

を検討していきます。 

 

■地域資料のデジタル化の推進 

  郷土の歴史や文化を継承するため、地域資料のデジタル化に向けた調査・研 

究を行います。また、資料の活用、普及のため、自宅のパソコンやスマートフ 

ォンでも資料が閲覧できるデジタルアーカイブの整備を進めます。 

 

■資料のＩＣタグ化による管理の検討 

  ・ＩＣタグの導入により、貸出・返却作 

業などの効率化による利用者の利 

便性の向上を図るとともに、非接 

触型の感染症対策など安心・安 

全に図書館を利用できる環境の  

整備を目指します。  

  ・窓口業務などの省力化によって、 

職員がレファレンスサービスを  

始めとした、より専門的な業務や 

新たなサービスへ注力することが可 

能となり、利用者の課題解決に貢献し 

ます。 

  ・利用者の利便性を図るため、生活動線  

上にＩＣタグを利用したサービスポイント（返却ポストや予約資料貸出ロ 

ッカー等）の設置を検討します。 
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■情報リテラシー（情報活用能力）向

上のための支援、デジタルデバイド

（デジタル機器を利用する人とし

ない人の情報格差）解消への対応 

 ＩＣＴ等の活用や理解に役立

つ情報の提供、利用案内、講座を

開催し、利用できる人の増加を

目指します。また、図書館職員の

知識・技能の向上に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 現状（Ｒ３） 目標（Ｒ８） 

 データベースの種類 7種類 10種類 

 インターネットによる予約件数 206,919件 210,100件 

 地域資料のデジタル化 0件 5件 

 Ｗｉ－Ｆｉ整備 １館 11館 

 ホームページアクセス件数 127,967件 129,500件 

 ＩＣＴを活用した情報発信媒体数 2件 4件 

 ＩＣＴを活用した情報発信数 40件 80件 

 ＩＣＴ利活用にかかわる対応件数

（講座開催等） 

 

0件 

 

年 2件以上 

 

主な評価指標 
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背景と課題 

第３章 松本市図書館が目指す姿を実現するために 

 

 

 

 

 

コミュニティの拠点としての図書館 

松本市は第１１次基本計画において、「ひとや地域の新たなチャレンジを

後押しするために、共に育み、支え、学び続けることのできるまちをつくる。」

としています。図書館では既に、図書館サポーターや読み聞かせボランティ

アなど、地域と共に学び、地域のために行動する市民活動の場があります。

こうした活動を図書館サービスの一環として積極的に位置付け、「学都まつ

もと」を掲げる松本市において、市民が図書館という場を通じて、更に新し

いつながりや交流を持つことのできるコミュニティの拠点として機能を発

揮していくことが必要です。 

複数の機能が融合した施設への要望 

図書館には、より身近な場所での図書館サービス利用、閲覧席や学習席、

みんなで話しあいながら学習できる場所の増設、コンビニやカフェの併設、

塩尻市の「えんぱーく」のような明るく、開放的で複数の機能を融合した施

設を望む声が多く寄せられています。図書館が市民の様々な活動やニーズに

対し、まちづくりの中核となる地域住民の交流の拠点としての機能を強化す

るため、人々の集まりやすい場所へ一定規模の複合的な機能を持つ図書館設

置を検討していく必要があります。 

  

 

 

  市民の多種多様な学びと活動をつなぐために、「ひとり」と「交流」、「勉強」

と「趣味」、「静寂」と「賑わい」など様々な活動やニーズに対応できる場所の

確保に努めます。また、本を借りるだけでなく、Ｐ１６～Ｐ１８で紹介した図

書館のように様々な機能を融合させ、市民の居場所となるような図書館を

人々の集まりやすい場所に設置することを検討します。 

  地域の特性を反映し、自立した分館がバランスよく分散し、互いに協調する

ことで、ネットワーク全体として市民の学びを支える図書館を目指します。 

  

 

 

施策の柱３ 人づくり、つながりづくり、地域づくり ～交流の拠点～ 
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※１子ども読書推進サポーター・・・第２次学都松本子ども読書活動推進計画に基づく子どもの読書活

動を支える人材のこと。子ども読書活動スキルアップ講座を２年間で４回受講し、松本市読み聞かせボ

ランティアとして経験（概ね５回以上とし、これまでの活動経験を考慮する）がある者で、学都松本子

ども読書活動推進委員会で承認された者 

 

 

 

■図書館サポーター、読み聞かせボランティア、朗読ボランティア、子ども読書

推進サポーター※１の養成と協働 

第２次学都松本子ども読書活動推進計画に基づいて読み聞かせボランティア

講座、子ども読書活動スキルアップ講座などの人材養成を行っています。ボラン

ティアグループ相互の交流と連携を図り、より多くの市民に参加、参画してもら

える環境を整え、働掛けを行い、市民とともに進化していく図書館づくりを進め

ます。 

 

  

 

 

 

■共に学び合い、地域のために行動する市民の活

動の場の提供 

・資料・情報の提供に加え、利用者や地域

のコミュニティを醸成するための取組

みとしての施設の活用の推進を図り

ます。また、グループで話し合いなが

ら学習できる場の提供を検討します。 

・新たな趣味や関心事に出会い、仲  

間づくりや交流のできる場の設置 

に取組みます。 

 ・地域のために活動する方にとって、

図書館を自己表現や参加者同士の交流

の場にする方策を検討します。 

・学習成果を発表できる場、機会の設置に取

組みます。 

・会議室、展示スペース、ロビー等の貸出方法の再検討を図ります。 

 

■職員の出張サービス 

 職員が様々なイベント会場など人の集まる場所へ出向き、外での貸出サービ 

スなど利用促進の取組みを実施します。また、おはなし会を始めとした出前講座 

について、利用が高まるような内容を検討し、積極的に取り組みます。 

 

具体的な取組み 
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■図書館と複数の機能との融合 

 図書館の「集客力」、「認知度」及び「地

域に役立つ機能」が地域の賑わいや活

性化に非常に強みとなることや、子

育て施設や他施設の持つ機能との

融合により、連携や相互の利活用が

期待できることを念頭に、様々な選

択肢を考慮に入れながら、人々が集

まりやすい場所への図書館の施設

整備を検討します。 

 

■市民ニーズに合わせたゾーニング 

「静」と「動」の様々な活動に対応できる市

民の視点に立つゾーニングを行い、居場所、交流、

市民活動の場など、多様な市民ニーズに対応できる新たな空間の確保や提供に

ついて検討します。 

 

 

 

■図書館を利用したことのない人に向

けた新たなサービスや情報発信 

・今までのサービスの向上に加え、 

 新たな視点でのサービスを行う 

 とともに、広報活動の充実を図   

 ります。 

・来館のきっかけとなるイベント 

 の開催や展示の実施、居場所の 

 提供を行い、来館の目的や必要 

 がなくても、来れば何かと出会 

 うことができる場所を目指します。 

 

■居場所の提供 

図書館が、全ての市民にとって安心して、くつろげる、家庭や職場、学校以外

の居心地のいい第３の場所となるよう環境の整備に取り組みます。 
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松本市県 3-1-1 

昭和 54 年開設 

併設館 

松本市両島 5-50 

平成 2 年開設 

併設館 

松本市寿豊丘 649-1 

平成 5 年開設 

併設館 

 

 

■地域密着型の分館の活動充実 

より身近な地域にある分館は、地域課題、住民

が求めている情報を把握しやすい立場にありま

す。これまで以上に学校、地域づくりセンター、

公民館、福祉ひろばなどの地域にある施設とつ

ながりながら、地域の特性を考慮した分館づくり

に積極的に取り組みます。 

 

  

 

 図書館名 各分館の運営方針 

１ 南部図書館 隣接する甲信地区最大の貨物ターミナルや、複合施設内の図

書館であることを特徴として活用し、鉄道関係書籍の充実、

社会教育活動の共同実施などにより、地域コミュニティと交

流を推進します。 

２ あがたの森図

書館 

旧制松本高等学校関係資料の収集と伝統を引き継いだ多様な

学びの支援を行い、学校等の集まる地域性を生かし、読書活

動、文化活動及びまちづくりを推進します。 

３ 鎌田図書館 図書館開館以前より、市内で唯一地区公民館で盛んに行われ

ていた陶芸活動と連携し、陶芸分野に関する資料の充実を図

るとともに、公民館や児童センターと一緒におはなし会を開

催し、地域に根付いた図書館を目指します。 

４ 寿台図書館 高齢者の来館が多い地域性に鑑み、より顔の見える関係を大

切にしつつ、図書を通じた彩のある生活の支援を行うととも

に、公民館と地域のボランティア組織との連携により世代を

こえた住民間のつながりを広げていきます。また、牛伏寺断

層に近いため、地震（防災）に関する資料をより充実させてい

きます。 

松本市芳野 4-1 

平成 2 年開設 

併設館 
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松本市浅間温泉2-9-1 

平成 11 年開設 

併設館 

松本市中山 3533-1 

平成 13 年開設 

単独館 

松本市島内 4970-1 

平成 13 年開設 

併設館 

松本市今井 4237-1 

平成 14 年開設 

単独館 

松本市梓川倭 562-1 

平成 24 年開設 

単独館 

松本市波田 10106-1 

平成 22 年合併により 

分館となる 併設館 

 

  

 

 図書館名 各分館の運営方針 

５ 本郷図書館 地域の保育園、児童センター、公民館図書委員会等との連

携、協働で子どもや地区住民が本に親しむ機会を創出し、

浅間温泉を始めとした温泉関係資料の充実を図り、地域に

根差した図書館を目指します。 

６ 中山文庫 地域全体を学習の場とする折井英治氏の理念を継承し、公

民館・地域づくりセンター等との連携及び住民との協働に

よるおはなし会、短編小説を楽しむ会、自然観察会、科学

講座等の学習事業を展開します。 

７ 島内図書館 和田照雄東京大学農学部名誉教授から寄贈された農業関

係資料を含む「島内農業文庫」の利用促進と資料の充実を

図る他、地域団体、地区公民館と共催して講座を開催し地

域住民の生活に役立つ図書館を目指します。 

８ 空港図書館 信州まつもと空港に隣接する立地を生かし、航空関係など

の図書資料の利用促進とともに、地区公民館・児童センタ

ー等との連携や地域の読み聞かせボランティアの協力に

よるおはなし会の開催等、地域に密着した図書館活動を推

進します。 

９ 梓川図書館 環境・自然・エコロジーに関する図書資料の充実を図り、

ＳＤＧｓにおける環境分野について地域の学習の拠点づ

くりを目指します。 

10 波田図書館 地域づくりセンター、保健センター、文化センターと連携

して各種事業を展開し、図書館の利用促進を図ります。ま

た、波田町立図書館時代に収集した資料を生かし、波田地

区を中心とした郷土資料の周知及び活用に努めます。 

 項目 現状（Ｒ３） 目標（Ｒ８） 

 中央図書館来館者数 181,321人 

（R3.6から把握） 

300,000人以上 

 中央図書館年間のイベント数 61回 年 85回以上 

  参加者数 1,011人 年 1,400人以上 

 分館年間のイベント数 131回 年 180回以上 

  参加者数 1,826人 年 2,500人以上 

主な評価指標 
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背景と課題 

第３章 松本市図書館が目指す姿を実現するために 

 

 

 

 

  職員の意識改革と資質向上 

 地域に役立つ図書館となるためには、全ての職員が図書館の使命や役割  

を十分認識し、地域に役立つ図書館サービスを提供する必要があります。図

書館は、その「集客力」と「認知度」から本を揃えていればある程度の利用

があります。それに満足することなく、職員は市民の生活や仕事、自治体行

政の課題等に関心を持ち、外部環境の変化を敏感に捉え、自らの持つ専門性

を最大限に活用し、調査相談業務、選書、資料展示、講座の企画などにおい

て広範囲な利用者への情報発信を積極的に行い、幅広い利用に結び付けなけ

ればならないという意識改革が必要になります。また、資料や情報を利用者

と結び付けていくためには職員の資質・能力の向上も重要です。 

図書館サービス提供体制の充実 

 同規模自治体に比べ、職員数※１が少なく、多くの時間をカウンター業務、

予約などの業務に費やしているため、職員が様々な支援や地域とかかわる機

会が少ないのが現状です。業務の効率化やＩＣＴ化を推進し、職員がカウン

ターから出て、関係機関や地域と向き合う体制づくりが必要です。 
※1松本市図書館未来プラン第４章資料編Ｐ５５参照 

 

 

職員は、目指す図書館像、解決すべき課題や具体的な取組みを十分認識し、

地域に役立つ図書館サービスの提供に努めます。また、地域へのアンテナを高

く上げ、地域に出向き、地域課題と常に向き合う姿勢を持ちます。これまでの

「待ちの姿勢」から意識を転換し、新たな利用者を開拓するために図書館側か

ら積極的に働掛けを行い、市民一人ひとりが、より良く図書館サービスや図書

館を利用することができるために的確な支援を行います。図書館サービスの今

後の維持、発展のため計画的に職員を確保するとともに、職員の資質、能力の

向上のため、各研修会等へ積極的に参加し、図書館に関する高度な知識を備え、

課題解決能力を持つ専門性の高い職員の育成を図ります。 

  管理運営形態については、あり方検討委員会報告書にもあるように現状の 

 直営方式を基本に、資源の最適化を図りながらサービスの質を更に向上させ、 

 地域に役立つ図書館サービスを展開していくという視点を持って進めていき 

ます。 

施策の柱４ 地域に役立つ図書館になるために ～職員について～
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■職員のホスピタリティの向上 

 ・「地域のために、市民のために図書館は 

 何ができるのだろう」、「図書館を利用

しない人へのサービスを私たちはどう

すべきか」を常に考え、ホスピタリテ

ィの精神を持ち、市民の満足度を高

めるサービスに努めます。 

・市民の目線に立ち魅力ある資料を

提供することにより、人と資料をつ

なぐ機会の創出に努めます。 

・新たな利用者を開拓するため、図書

館から積極的に働掛けを行い、市民一人

ひとりが、よりよく図書館を利用できる的

確な支援を心掛けます。 

 

■職員の資質・能力の向上 

・図書館に関する講演会や研修会に積極 

的に参加し、専門性の高い職員の育 

成を図ります。また、その情報を内 

部研修で共有し、専門性の蓄積を 

図ります。 

・職員が積極的に研修に参加でき 

るように予算の確保に努めます。  

・地域に役立つ図書館となるため、 

職員が積極的に地域や外部の専門 

機関等とつながる機会を創出します。 

 

 

■学校図書館司書との連携 

・相互の専門知識・技能等の向上を図るため、合 

同研修や情報交換を積極的に行い、顔の見える関係を築きながら、それぞれの 

図書館サービスの維持向上に努めます。 

・学校支援レファレンスサービスについて学校図書館司書に周知を図り、利用促 

進に努めます。 

具体的な取組み 
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 ■ＩＣＴの利活用による業務の改善 

  ＩＣタグの導入により、貸出・返却作業

など窓口業務の省力化を図り、レファレ

ンスサービスを始めとしたより専門

的な業務や、関係機関との連携、市民

ニーズに応じた新たなサービス展開

に向け積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

■図書館サービス提供体制の充実 

・図書館の役割や機能を認識し、職員を統 

括してその運営の方向性を定める図書館 

長の役割は重要です。社会の変化や多様 

な市民ニーズに迅速に対応するため、館長 

の公募も検討します。 

・職員の資質・能力・経験を業務分担や待遇に  

 適切に反映する仕組みについて研究します。 

・ＩＣＴの利活用による業務の効率化などにより、今 

まで図書館の中に向いていた職員の目を外に向け、地域課題に向き合い、市民 

一人ひとりがよりよく図書館を利用できるサービス提供を行うため、職員体制 

の充実を図ります。 

 

 

 

 

 項目 現状（Ｒ３） 目標（Ｒ８） 

 外部機関研修参加人数 14人 40人 

 職員研修開催回数（内部） 6回 年 15回以上 

主な評価指標 
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背景と課題 

第３章 松本市図書館が目指す姿を実現するために 

 

 

 

 

    利便性の維持と安心・安全、快適な施設整備の必要性 

松本市は、市内に中央図書館他１０館の分館があり、各地域の住民に

とって利便性の高い全域サービスの展開に努めています。このネットワ

ークを可能な限り維持し、施設の老朽化が進む地域については、利用者が

安心・安全、快適に利用できるよう必要な改修を計画的に実施する必要が

あります。改修に当たっては、少子高齢化や人口減少社会において、厳し

い財政状況が予想される中、松本市公共施設等総合管理計画や松本市環

境配慮型公共施設整備指針に基づいた施設・設備管理運営を行う必要が

あります。 

中央図書館の老朽化と松本城三の丸エリアビジョン※１との将来像の共有 

    特に、中央図書館は平成３年に開館し、老朽化による施設・設備等の劣

化が著しく、改修を検討する時期が来ています。市は、第１１次基本計画

において、「地域交通ネットワークの維持・拡充を図り、公共交通を中心

としたまちへの転換」や「自転車利用環境の整備を促進し、自転車を気軽

で快適に利用できるまち」を目指しています。市が策定した松本城三の丸

エリアビジョンでは、中央図書館の周辺を「旧開智学校界隈」とし、「学

都の精神が育まれる環境や機会」や「豊かな自然環境を体感できる日常の

憩いの場」を創出することが将来像として挙げられています。利用者から

駐車場の整備充実が求められていますが、松本城三の丸エリアビジョン

には、「小学生や児童が安心して通学し遊ぶことができるよう、自動車の

通過交通を抑制する。」とあります。このようなことから、新たな駐車場

の確保は大変困難な課題です。 
   ※1松本城三の丸エリアビジョン・・・松本市図書館未来プラン第４章資料編Ｐ４６参照 

 

  

  今ある中央図書館は、松本市の基幹図書館として、現在地で市全域へのサ 

ービスを実施し、多くの市民が利用する施設にふさわしい安心・安全で快適 

な環境を整備する必要があります。また、施策の柱３の方向性で目指すコミ 

ュニティの拠点としての図書館機能を発揮するため、中心市街地のよりア 

クセスのよい駅前へも図書館設置することを検討します。  

 

施策の柱５ 居心地の良い公共空間の提供 ～図書館の施設と設備～
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 ■多種多様なサービス提供のための施設整備 

 資料の開架・閲覧、保存、視聴覚資料の視

聴、情報の検索・調査相談業務、集会・展

示、事務管理など、様々なサービス提供

に適した場の提供と設備の維持・整備

に努めます。 

 

■利便性の良い場所への図書館設置 

 駐車場が少なくても図書館へのアク 

 セスがスムーズにできる方策や、アク

セスがスムーズな駅前への図書館の設置も

視野に検討します。 

 

 

■資料を生かす書架の設置 

フレキシブルな展示スペースの確 

 保と、利用者の興味の連鎖や新た 

な出会いを生む資料の配架を可 

能にする書架の設置、書庫の拡 

張を検討します。 

 

■市民ニーズに応える場の確保 

居場所、交流、市民活動の場な 

ど、多様な市民ニーズに対応できる新 

たな空間の確保を検討します。 

 

 

 

 

具体的な取組み 
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■施設のユニバーサルデザイン化 

 ・ユニバーサルデザイン７原 

則※１に基づき、誰もが来館 

でき、使いやすい施設整備 

を進めます。 

・案内標識や蔵書関連サイン 

についても、全ての人に見 

やすくわかりやすい表示に 

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設の長寿命化改修計画の立案 

・中央図書館と分館の長寿命化改修事業を計画的に推進します。 

 中央図書館：令和４年度劣化度調査 

   令和５年度 基本設計（予定） 

   令和６年度 実施設計（予定） 

令和７年度～ 大規模改修工事（予定） 

・市内分館：順次計画予定 

 

 

 

 項目 現状（Ｒ３） 目標（Ｒ８） 

 中央図書館施設・設備の大規模改修 改修計画の立案 令和７年度から大規

模改修予定 

 図書館満足度調査の実施 未実施 実施 

主な評価指標 

※1ユニバーサルデザイン 7 原則・・・①公平性（誰にでも公平に利用できること）、②自由度（使うう

えで自由度が高いこと）、③単純性（使い方が簡単ですぐわかること）、④わかりやすさ（必要な情報が

すぐに理解できること）、⑤安全性（うっかりミスや危険につながらないデザインであること）、⑥省体

力（無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に利用できること）、⑦スペースの確保（使いやすい

寸法・空間になっていること） 
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第４章 

 

資 料 編 
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〇 松本市図書館未来プランの策定に当たって 

 

１ 策定の背景 

 ⑴ 国の動き 

    平成２０年の図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）

の改正により、図書館運営の状況を評価し、改善を図り、運営状況に関する

情報を積極的に提供することが努力義務として示されました。それに伴い、

平成２４年には「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成２４

年１２月１９日文部科学省告示第１７２号、以下「望ましい基準」という。）

で基本的な運営方針の策定、それを踏まえた適切な指標・目標の設定、事業

計画の策定と公表に努めることが示されました。 

 

 ⑵ 松本市図書館サービスのこれまで 

   松本市は、「松本市総合計画」において、「多世代の多様なニーズに応じた

学習機会や施設等の充実を図り、誰もが豊かな人生を送り、活躍できる生涯

学習社会を目指す」としており、図書館は、生涯学習における情報拠点とし

て、誰もが社会の担い手となれる学びのセーフティーネットの役割を果た

すための多様な資料・情報の収集・提供を施策の方向性としています。 

また、「松本市教育振興基本計画」では、「学都まつもと」の実現を目指し、

１０の分館と大学や公民館との連携によりネットワークの拡充を図り、市民

ニーズを踏まえた図書館サービスの充実を目指すことを施策展開の方針と

しており、松本市図書館は、これらの計画に基づき、サービスの提供を行っ

てきました。 

 

 ⑶ 松本市図書館の現状 

   中央図書館は平成３年に開館し、建物・機械設備等の老朽化が進み、改修

の時期を迎えています。 

また、多様化、複雑化する市民ニーズや情報アクセスの格差の解消、新型

コロナウイルス感染症により社会の状況が大きく変化したことを踏まえ、時

代に即した図書館の運営方針を示す必要が生じています。 

 

 ⑷ 松本市図書館の課題 

   利用実績の推移や図書館アンケートの結果などから次の課題が挙げられ

ます。（詳細は、資料編Ｐ４７～Ｐ５６） 

  ア 図書館に来ていない市民を呼ぶための取組み 

  イ 「わかりやすい」資料の配架 

  ウ 広報活動 

  エ 安全・安心で快適な環境の整備 
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 ⑸ 松本市中央図書館あり方検討委員会の設置 

   令和２年度には、外部の専門家５名による「松本市中央図書館あり方検討

委員会」を設置し、これまで担ってきた役割や機能の維持向上に加えて、新

たな視点を取り入れた、松本らしいこれからの図書館のあり方について、６

回にわたる検討を行い、「松本市中央図書館あり方検討委員会報告書」が教

育委員会に提出されました。その報告書でいただいた委員の発言を基に、

「法」や「望ましい基準」に示された事業計画を「松本市図書館未来プラン」

として策定し、図書館の現状と課題を明らかにし、目指すべき将来像と、そ

の実現のための具体的な取組みと取組指標を定め、図書館サービスの充実

を図るものです。 

   （「報告書」の概要は、資料編Ｐ５７～Ｐ５８） 

 

２ 近年の図書館に関わる動向 

松本市総合計画・基本構想２０３０（令和３年度から令和１２年度まで） 

 松本市民が目指す基本理念と、実現に向けた行動目標を示し、市民と行政が共

に取り組む、まちづくりの方針です。 

 松本市は、岳：自然豊かな環境に感謝し、楽：文化・芸術を楽しみ、学：共に

生涯学び続けることにより、三ガク都に象徴される松本らしさを「シンカ」（深

化・進化）させることを基本理念として掲げ、事業を展開します。 

「豊かさと幸せに挑み続ける三ガク都」をキャッチフレーズとし、このまちに

暮らし、集う一人ひとりが、ありのままの自分を大切にしながら、豊かさと幸せ

を実感できるように、さらに次の世代へ豊かさと幸せを届けられるように、チャ

レンジを続けていきます。 

 図書館は、三ガク都を多様な情報で支え、特に「学ぶ」活動を「シンカ」（深

化・進化）したサービスの提供で支えていきます。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/214/5918.html 

 

 

 

 

第１１次基本計画（令和３年度から令和７年度まで） 

 基本構想を基にした施策の方向性を示したものです。図書館は、「基本施策番

号１－７のニーズに応じた生涯学習の実現」において、生涯学習における情報拠

点として、誰もが社会の担い手となれる学びのセーフティーネットの役割を果

たすための多様な資料・情報の提供を行うこと、本館と分館とのネットワークを

活用し、利用環境の充実を図ることを方向性として挙げています。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/214/5918.html 
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松本市教育大綱 

 首長が定める教育・学術・文化に関する総合的な目標や根本となる方針 

「子どもが主人公 学都のシンカ」 

子どもを主人公とし、その学びを地域社会全体で支えることを、学都松本の根

本に据え、先人たちが築き上げてきた礎のもと、学都松本のシンカに挑んでいき

ます。特に大切にしていく学びの視点は、「多様性」「創造性」「主体性」です。 

 図書館も３つの学びの視点を常に意識し、学びの環境を整え、学びを支援して

いきます。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/kyoiku/50219.html 

 

 

 

 

 

 

第３次教育振興基本計画（令和４年度から令和８年度まで） 

 地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画 

 「子どもの育ちと市民の学びを支える学都松本」を基本的理念とし、「学びに、

遊びや体験を。生涯を通じた学びを保障する松本まるごと学都構想」を具現化す

るための施策を推進していきます。 

 図書館は、特に分野４社会教育の方針３「地域の情報拠点としての図書館機能の充

実」に取り組みます。（具体的な取組みは、「松本市図書館未来プラン」に記載。） 

 

読書バリアフリー法 

 令和元年に「視覚障害者等の読書環境の整備推進に関する法律」（読書バリアフリ

ー法）が策定されました。 

 障がいの有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵

沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的としています。 

 第５条では、視覚障害者等の読書環境の整備推進に関する施策の策定・実施は、

地方公共団体の責務と規定しています。松本市図書館も、障がいのある方へのサー

ビスのさらなる充実を図ります。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01304.

html 
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松本城三の丸エリアビジョン 

 国宝松本城天守と国宝旧開智学校がある松本城周辺において、松本市基本構

想２０３０の基本理念三ガク都に象徴される松本らしさの「シンカ」（進化・深

化）の具現化に向けた取り組みの拠り所となるものです。公と民がビジョン実現

を目指し共有する合言葉は「誰かに語りたくなる暮らし」。お気に入りの居場所

を持つことができ、誰もが自由な表現を受け入れてもらえ、会いたいと思える人

がたくさんできるような豊かな暮らしの実現を目指します。 

 中央図書館は、潜在力の高い１０か所のエリアうちの、「旧開智学校界隈」に

位置し、「自然と共に学都の精神が育まれる暮らしと学びの共生の場」という将

来像が示されています。 

図書館は、将来像を共有した上で、旧開智学校界隈における学びの拠点として

のあり方を公民連携により検討していきます。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/87/5421.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次学都松本子ども読書活動推進計画（平成３１年度から令和５年度まで） 

 子どもが自由に読書を楽しみ、未来を拓く豊かな心と生きる力を育むために、 

①子どもが読書に親しめる環境づくり、②子ども読書活動を広め、支える人材の

育成、③連携のための体制づくりを進めています。 

http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000090.html 
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〇 松本市の図書館のサービスの現状 

１ 貸出冊数と登録者数 

  松本市図書館概要による過去７年間の貸出冊数、登録者数、及び令和３年の

年齢別登録者数は次のとおりです。 

   

 

 

※ 登録者数には、市民以外の人数も含む。 

※ Ｒ２年から登録者データの削除基準を変更。Ｒ３年の登録者のうち市民

は４８，８１９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,681,546 1,619,669 1,570,780 1,524,168 1,438,447 1,380,247 
1,563,731 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

貸出冊数

124,934 123,842 122,089 126,439 118,667 

56,164 53,137 

0

50,000

100,000

150,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

登録者数

※（48,819） 

 

16.4 

41.5 39.8 

27.3 25.7 

19.2 

26.7 25.1 

18.0 17.1 

10.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

年齢別登録率（Ｒ３）
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👈 図書館の年間個人貸出冊数は、令和３年度に増加の兆しがみられました

が、平成２７（２０１５）年度の１６８万冊をピークに減少傾向にあり、登

録者数も同様の傾向が見られます。 

年齢別では１５歳までの登録率に比べ、１６歳以上の登録率が減少し 

ています。  

 令和３（２０２１）年度の市民の図書館利用者カードの登録者数は、 

約４９，０００人で市民の約２０．７％、そのうち実際に図書館を利用し 

た市民は、約２６，４００人で市民の約１１．２％でした。 

*ただし、資料の閲覧や調べもの、会議室や学習室の利用、イベントへの参加などで来館する市民の 

数はカウントされていません。 

 

 

 

 

 

 

💡 今まで図書館を利用しない市民を呼ぶ新たな取組みが必要です。 

  利用形態、情報・資料のニーズ、図書館という場への複雑化・多様化する市 

   民ニーズを迅速かつ的確に把握して、利用に結び付く新たな視点を取り込 

み、従来の図書館の持つイメージや蔵書構成をより幅広いものにする必要 

があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市図書館概要【貸出冊数・登録者数・年齢別登録率】からみえてくるもの 
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２ 図書館アンケートの結果 

  令和２年度に図書館のあり方を検討するに当たり、図書館に求められてい

ることは何かを具体的に知るため、来館者、市民、市職員を対象にアンケート

調査（以下「図書館アンケート」という。）を実施しました。 

  １０、２０代の若い世代から７０代以上の方まで、１，３８８人から回答を

得ることができました。 

 

 ⑴ 知っているサービス・利用しているサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 知っているサービス・利用しているサービス 

   予約やインターネットサービス、おはなし会等以外の図書館サービスの

認知度や利用度が低い現状です。 

令和２（２０２０）年度の調査相談数は、９，４６６件でしたが、調査相

談サービスを知っていると回答した約１６％のうち、利用したことがあると

回答した方はわずか５％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0%

4.8%

7.4%

9.2%

9.8%

11.0%

12.0%

16.3%

16.4%

16.8%

17.7%

20.4%

20.5%

34.8%

42.6%

51.2%

65.4%

79.0%

0.2%

0.1%

0.2%

1.3%

20.6%

2.5%

2.4%

4.4%

5.0%

4.2%

1.9%

2.4%

4.8%

9.7%

14.6%

8.9%

48.5%

54.2%

四賀・奈川公民館図書室への返却

対面朗読サービス

やまびこ文庫

団体貸出

回答無、知っている

・利用しているサービス無

オンラインデータベースサービス

信州大学中央図書館への返却

信州大学医学部附属病院患者図書室

（こまくさ図書室）での貸出返却

調査相談サービス

ブックスタート・セカンドブック事業

出前講座（おでかけおはなし会・

読み聞かせ講座・図書館利用講座）

会議室利用

社会人席・持込パソコン席

・インターネット席の貸出

複写サービス

リサイクル本配布

おはなし会・講演会・各種講座

インターネットサービス

（蔵書検索・利用照会・予約・貸出延長）

予約（リクエスト）サービス

知っているサービス・利用しているサーービス

利用しているサービス 知っている
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👈 予約やインターネットサービス、おはなし会等以外の図書館サービ 

 スの認知度や利用度が低い現状です。 

令和３（２０２１）年度の調査相談数は、１０，２０４件でしたが、 

Ｒ２年度のアンケートでは、調査相談サービスを知っていると回答し 

た約１６％のうち、利用したことがあると回答した方はわずか５％で 

した。 

 

 

 

 

 

 

💡 様々なサービスを充実するとともに、利用したくなる、利用すると大変便 

利という積極的な働掛けや広報活動が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果【サービス】からみえてくるもの 
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⑵ 資料の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.5%
37.5%

10.2%

4.3%

0.6%
7.1%

資料の満足度

満 足 やや満足 どちらともいえない

やや不満 不 満 回答無

2.4%

3.0%

3.2%

3.6%

4.3%

4.3%

4.5%

5.4%

5.6%

5.7%

6.0%

6.0%

6.1%

6.7%

7.1%

8.1%

8.2%

8.9%

12.7%

13.0%

15.1%

38.3%

調査相談サービス

ヤングアダルトサービス

大活字本・点字本・デイジー図書

ビジネス支援

司書の専門性の向上

障がい者サービス

多文化サービス

高齢者サービス

貴重資料のデジタルアーカイブ化

広報活動の充実

地域・郷土資料

講座・講演会

オンラインデータベース

視聴覚資料

松本広域圏図書館との連携

児童サービス

学校図書館との連携

電子書籍

開館日・開館時間の充実

博物館・美術館・文書館との連携

新聞・雑誌

新刊書

充実が必要な資料・サービス
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👈 ８割弱が満足という結果でしたが、年間約４０，０００冊以上の新 

刊書を購入しているにも関わらず、新刊の充実を望む声が多く寄せられ 

ました。  

また、博物館・美術館・文書館との連携の充実を望む声も多く 

ありました。 

 

 

   

 

  

💡 市民ニーズに沿った資料、サービスの提供が必要です。 

   また、資料の配架の見直しや、豊富な蔵書をいかに有効に活用するかの取 

組みを更に強化する必要があります。 

  他機関との連携を深め、より良い体制を整える必要があります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果【資料】からみえてくるもの 
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⑶ 施設の満足度 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.7%

30.0%

11.0%

6.3%

1.6%
7.3%

施設の満足度

満 足 やや満足

どちらともいえない やや不満

不 満 回答無

3.0%

4.8%

5.4%

5.5%

5.6%

7.3%

8.4%

8.9%

9.4%

9.7%

12.6%

15.9%

16.6%

17.9%

21.0%

24.1%

交流スペース

駐輪場

タブレット端末

照明設備

ユニバーサルデザイン化

空調設備

図書消毒機

読書通帳機

施設改修

駅等への返却ポスト

学習スペース

自動貸出・返却機等

閲覧スペース

目的に応じた空間の区分け

Wi-Fi環境

駐車場

充実が必要な施設・整備
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👈  図書館アンケートでは、７割が満足という結果でした。 

  駐車場や、Ｗｉ-Ｆｉ、目的に応じた空間の区分けを望む声が多くあ 

りました。 

 

 

 

 

 

💡 松本市はこれまで、歩いて行ける距離に分館を整備することを目標

に、１０の分館を整備してきました。今後は公共交通機関を利用する市

民が立ち寄りやすい場所に図書館の設置を検討する必要があります。 

また、情報化社会やコロナ禍で示された非来館型のニーズに沿った、

安全・安心で快適な環境の整備が必要です。 

 

 

   

 

 

※図書館アンケート等の詳細は、松本市図書館ホームページで公開 

http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000396.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果【施設】からみえてくるもの 

http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000396.html
http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000396.html
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３ 人口同規模自治体との比較 

  日本図書館協会がまとめた統計による、人口同規模自治体との蔵書数、資料

費、貸出冊数、職員数の比較は次のとおりです。 

 

人口３０万人未満の市区における松本市の状況 

１ 蔵書数 ２ 資料費 

 自治体名 蔵書数（千冊）  自治体名 資料費（万円） 

１ 府中市 １，５１９ １ 調布市 １６，６６９ 

２ 調布市 １，３８４ ２ 港 区 １２，２４８ 

３ 茨木市 １，２５３ ３ 文京区 １１，１８０ 

４ 福井市 １，２５３ ４ 府中市 １０，６３２ 

５ 松本市 １，２２５ ５ 豊島区 ９，６００ 

６ 目黒区 １，１９９ ６ 荒川区 ９，５６３ 

７ 文京区 １，１７０ ７ 松本市 ９，３６２ 

８ 津 市 １，１１０ ８ 目黒区 ９，１０２ 

９ 港 区 １，１０８ ９ 茨木市 ８，８０２ 

10 富士市 １，０９８ 10 福井市 ７，２８１ 

 全 46市区平均   ８００  全 46市区平均 ５，６９１ 

３ 貸出冊数 

 自治体名 貸出数（千点） 

１ 目黒区 ３，９８４ 

２ 文京区 ３，８７８ 

３ 茨城市 ３，５２７ 

４ 調布市 ２，４３２ 

５ 港 区 ２，２６９ 

６ 豊島区 ２，０６８ 

７ 渋谷区 ２，０４１ 

８ 荒川区 １，９８７ 

９ 宝塚市 １，９７８ 

10 西東京市 １，９４８ 

18 松本市 １，４３８ 

 全 46市区平均 １，４７５ 

 

 

 

 

 

（『図書館年鑑２０２１』

（日本図書館協会）より） 
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４ 図書館数と職員数 

 自治体名 図書館数（館） 職員数（人） 

１ 府中市 １３ １６８ 

２ 調布市 １１ １７９ 

３ 松本市 １１ ７３ 

４ 文京区 １０ ２２７ 

５ 渋谷区 １０ １４８ 

６ 上尾市 ９ １００ 

７ 津市 ９ ８２ 

８ 佐賀市 ８ １００ 

９ 長岡市 ８ １００ 

10 目黒区 ８ ２０２ 

 全 46市区平均  ４．９ ８８．６ 

（『日本の図書館 統計と名簿 ２０２１』（日本図書館協会）より） 

※ 非常勤、臨時職員、委託・派遣職員は、年間実労働時間の合計 1,500 

時間を１人として換算 

 

 

 

    👈 蔵書数や資料購入費及び図書館数は上位にありますが、貸出冊数 

     や職員数は平均を下回っています。 

 

 

 

 

💡 資料の見せ方の工夫や配架の見直しが必要です。 

また、職員数の見直しや、ICTの利活用推進し、業務の効率化を図 

ることで節減できる時間を、より本質的な業務に向ける必要があり 

ます。 

 

 

参考：近隣の図書館の職員数 

 

 

 

自治体名 奉仕人口（人） 職員数（人） 図書館数（館） 

塩尻市 ６７，０００ ５７ ９ 

安曇野市 ９８，０００ ４２ ５ 

人口同規模自治体との比較からみえてくるもの 
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ビジネス・子育て・ 

法律・健康 

松本市中央図書館あり方検討委員会報告書 概要版 

 

１ 目指すべき将来像 

  いつでもどこでも誰にでも開かれた地域の情報拠点として、人と情報、情

報と情報、人と人をつなぐという図書館の持つ多様な機能を生かし、市民一

人ひとりに、活動や学び合いの場をつくり、応援し、市民と共に進化してい

く図書館 

 

 

２ 将来像を実現するために 

⑴ 求められるサービス 

  ア 図書館を拠点とした情報ネットワーク 

    図書館は様々な分野の情報で生活を支援できる可能性を持っている！ 

      ⇒ 情報の「量」「質」を更に充実する 

      ⇒ もっと読みたくなる、使いたくなる見せ方・出し方を 

        公共機関・学校・団体等の諸機関と密接に連携し、情報の集 

積地に 

  イ ＩＣＴの利活用 

    来館しなくても情報にアクセスできる図書館サービスの拡張を 

    印刷媒体と電子媒体を組み合わせたハイブリッド図書館へ 

  ウ 市民の「学び」と「活動」をつなぐ 

    「学び」や「活動」の場づくりを 

    学びながらより良い社会をともに生きる市民がつくる「学都松本」に 

 

 

 

 

市民×職員 
 

市民と共につくる 
 

職員の専門性と 

体制の持続性 

資料×情報 
 

紙×電子 
 

「暮らしと地域」の 
課題解決 

多様な学びを支える 

施 設 
 

安心安全で開かれた 

快適な空間 
 

図書館ネットワーク 

人と情報、情報と情報、人と人をつなぐ地域の情報拠点 

× 

一人ひとりの活動の場と新たな関係性が生まれる場 
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情報発信・専門性・

地域に出向く 

休館日・開館時間の見直し 

駅・公共施設で資料受取・返却 

 ⑵ 求められる職員・運営体制 

  ア 目・耳・体を地域に向ける職員 

    これまでの仕事を見直し、外部環境の変化を的確に捉えて意識改革を 

    アンテナを高く、地域課題と常に向き合う姿勢を 

 

  イ 経験の蓄積とサービスの継続 

    資質・能力・経験を業務分担や待遇に適切に反映する仕組みの導入を 

    資源の最適化を図りながら、サービスの質の向上を 

 

 

 ⑶ 施設・設備・立地 

   市民のニーズに対応した新たな空間の確保・提供を 

   アクセスがスムーズにできるような整備を 

   サービスを受けられる場所や機会の増加を 

 

３ 現在の課題 

 ⑴ 一定の市民の利用はあるものの市民の８割は図書館を利用していない。 

 ⑵ 書架や書庫の狭隘化に伴い、利用者に「わかりにくい」「使いにくい」、

「本が少ないと感じる」と思わせてしまう資料の配架の見直しが課題。豊

富な蔵書をいかに有効に活用するかの取り組みが今以上に必要。 

 ⑶ 市民の読書や調査などの活動の充実に向けた様々な事業を実施している

にもかかわらず、予約や児童サービス以外の図書館サービスの認知度や利

用度が低い。 

 ⑷ 安心安全かつ社会環境の変化に伴う、利用しやすく居心地の良い施設や

設備の整備が十分でない。施設を使いたいのに、使いにくい・狭い・少な

い・ないという現状の改善が必要。 

 

※「松本市中央図書館あり方検討委員会報告書」の詳細は、松本市図書館ホ

ームページで公開 

http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000393.html 

 

http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000393.html
http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000393.html
http://www.lib.city.matsumoto.lg.jp/0000000393.html


 

 

 

議案第 ３ 号 

 

まつもと文化遺産の認定について 

 

１ 趣旨 

  「まつもと文化遺産認定制度実施要綱」に基づき、認定申請のあった２件を「まつも

と文化遺産」として認定することについて協議するものです。 

 

２ 内容及び経過 

  松本市歴史文化基本構想において設定した関連文化財群のなかで、市民が主体となっ

て継続的に保存活用が実施できると認められるものを教育委員会が認定し、必要に応じ

た支援をしていくものです。 

本件は、令和４年１０月７日開催のまつもと文化遺産保存活用協議会において申請者

のヒアリング等の審査を行い、了承されたものです。 

 

３ 認定する案件 

⑴  城下町から商都へ 町民の信仰と祈り 暮らしの中のお祭 

⑵  四ヶ堰
し か せ ぎ

と芳川地区の生活を支えた用水路（堰） 

詳細は別紙１のとおり 

 

４ 根拠法令 

まつもと文化遺産認定制度実施要綱 

  別紙２のとおり 

 

５ その他 

⑴  今回の認定により、まつもと文化遺産は７件となります。 

 ⑵ 保存活用団体の活動に対し補助金を交付し、市民による地域の文化財の保存、活用

を支援します。 

 

教育委員会資料 

４．１０．２７ 

文 化 財 課 

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３４－３２９２ 



まつもと文化遺産候補の概要 

名   称 城下町から商都へ 町民の信仰と祈り 暮らしの中のお祭 

申 請 日 令和４年７月２６日 

保存活用団体 第二地区歴史文化継承委員会 会長 鴻田 益孝 

構成する文化財 

(関連文化財群) 

１ 神社仏閣等 

  深志神社、冨士浅間神社、秋葉神社（小池町）、秋葉神社（向島）、

熊鷹稲荷神社（中条東第２）、正一位真綿稲荷神社、全久院、龍興

寺、瑞松寺、乾瑞寺跡（龍昌寺跡、円乗寺跡）、厄除北向観音堂 

２ 史跡 

源智の井戸、鈴木伊織の墓、伊織霊水  

３ 舞台、神輿 

  宮村１丁目舞台、小池町舞台、飯田町１丁目舞台、飯田町２丁目

舞台、深志神社神輿（２基） 

【ストーリー】 

 第二地区は市街地の中心部に位置し、江戸時代は地区の北側おおむね半分の範囲が城

下町で、東半分は明治以降、生糸産業の発展とともに町になりました。この区域は地下

水が豊富に湧き出ており、「源智の井戸」のほか沢山の井戸とともに暮らしに根差した

文化財が多く残されております。城下町の防衛機能を担っていた寺院は、廃仏毀釈によ

り多くが取り壊されて廃寺になりますが、地区には瑞松寺の場所に再興された全久院

や、再興されず跡を偲ぶことができる乾瑞寺跡などがあります。 

 深志神社では、毎年 7月に町ごとに建造した 16基の舞台を曳き回し、町と神社を往

還して深志神社に奉納する天神祭が盛大に執り行われます。また、火伏の秋葉神社や商

売繁盛・家内安全を祈願する真綿稲荷神社、厄除け北向観音堂、貞享騒動で義民助命に

奔走した鈴木伊織の墓と伊織霊水などがあります。 

これらの文化財群が、地域に暮らす人々の信仰や暮らしの営みと密接に関わって現在

も存在し続けています。 

 

【活動】 

 講演会、学習会の開催等を通じて地区の文化財を内外に周知し、文化財に親しみなが

ら文化を継承する活動に取り組みます。文化財の周辺清掃等の環境整備、保護活動を継

続します。史跡ウォーキング等、多世代が参加できるイベント開催や祭事への参加等、

子供たちが身近な文化財に親しむ機会を設けます。また、先進地区の活動の視察等の活

動の裾野を広げ、文化財マップ改訂版の発行等、地区住民が地域の文化財に関心を持て

るよう学習の機会を提供します。 

 

 

別紙 1 



まつもと文化遺産 範囲図

城下町から商都へ 町民の信仰と祈り 暮らしの中のお祭



まつもと文化遺産候補の概要 

名   称 四ヶ堰と芳川地区の生活を支えた用水路（堰） 

申 請 日 令和４年９月１２日 

保存活用団体 芳川歴史研究会 会長 村田 正幸 

構成する文化財 

(関連文化財群) 

１ 分水施設 

 四ヶ堰円筒分水、村井堰、小屋堰、二区堰 

二区堰分水、野溝堰、平田堰 

２ 碑 

水神碑、百瀬三七翁頌徳碑 

【ストーリー】 

 芳川地区は、奈良井川と田川に挟まれているにもかかわらず地下用水に乏しく、集落

が形成された時代から域内に用水路を巡らせてきました。奈良井川の河川敷の簡易堰か

ら取水していましたが、用水路は大雨の度に流され、農業用水の安定供給が課題でし

た。その解決策として、幾多の困難を乗り越えて恒久堰（四ヶ堰）を築いたのが百瀬三

七です。四ヶ堰用水は、その後も整備・改良が行われ、円筒分水はそのシンボルとなっ

ています。 

 昭和２９年、松本市と合併以来、急激な都市化と人口増に伴う開発が続き、かつての

田畑は宅地化、あるいは商工業用地になり、残された農地も構造改善事業（圃場整備）

により大きく変容しました。現在は、先人が苦労して開発してきた用水路や「小字」

に、地域の発展の一端を知ることができます。 

   

【活動】 

芳川村当時の小字と現在の用水路の地図を作製し、水にかかわる文化財を関連づけ

て、地域の歴史を知り、訪ねる機運を醸成します。これまでに作成した歴史マップや小

学校高学年以上を対象とした冊子「わたしたちの芳川」と併せて、郷土の歩みを知ると

ともに、新しく芳川地区の住民になった皆さんに学習会等を通じて、地域の成り立ち

（歴史）に関心を持っていただきます。芳川小学校４年生を対象に四ヶ堰について学ぶ

機会（座学＋現地学習）や筑摩野中学校生徒、教諭を対象にした地域の歴史を学ぶ会、

また、地域住民や児童センターの学童を対象に、ウォーキングイベントを開催していま

す。 

住民の皆さんは、毎年、３月と１１月に総出で川普請（堰の清掃）を行い、堰の保

全、管理を行っています。 

 

 



まつもと文化遺産 範囲図

四ヶ堰と芳川地区の生活を支えた用水路（堰）



 

○まつもと文化遺産認定制度実施要綱 

平成３０年１１月８日 

教育委員会告示第１９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民が自らの住む地域に誇りを持ち、歴史や文化を活かしたまちづ

くりを進めるため、地域で保存活用されている関連文化財群をまつもと文化遺産として

認定することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「関連文化財群」とは、地域に存在する様々な文化財を歴史

的・地域的関連性に基づき、一定のまとまりを持つものとして捉えることにより、それ

ぞれの文化財が持つ価値を高め、松本市歴史文化基本構想に位置付けられた複数の文化

財をいう。 

（認定基準） 

第３条 教育委員会は、前条の関連文化財群のうち、保存活用団体により保存及び活用さ

れているものを、まつもと文化遺産として認定するものとする。 

２ 前項の保存活用団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１） 保存活用団体が行う保存活用事業（以下「事業」という。）が、地域内に広が

りを持ち、地域のまちづくりや活性化に寄与するものであると認められること。 

（２） 関連文化財群の保存活用に係る具体的な事業計画（以下「計画」という。）を

有すること。 

（３） 担い手の育成や青少年への教育にも配慮するなど、関連文化財群の保存活用に

ついて継続性が期待できること。 

（４） 関連文化財群を構成する物件のうち、事業に係る物件の所有者又は管理者から

事業実施の同意が得られていること。 

（認定申請） 

第４条 まつもと文化遺産の認定を受けようとする関連文化財群の保存活用団体（以下

「申請者」という。）は、まつもと文化遺産認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添付して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が必要でない

と認める書類については、添付を省略することができる。 

（１） 計画の概要が分かる書類 

（２） 保存活用団体の概要が分かる書類 

別紙２ 



 

（３） 事業に係る物件の所有者又は管理者の同意書（様式第２号） 

（４） その他教育委員会が必要と認める書類 

（認定） 

第５条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適

当と認めるときは、当該関連文化財群をまつもと文化遺産として認定し、まつもと文化

遺産認定書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による認定を行うときは、事前にまつもと文化遺産保存活

用協議会設置要綱（平成３０年教育委員会告示第９号）に規定するまつもと文化遺産保

存活用協議会（以下「協議会」という。）の意見を聴くものとする。 

（認定の取消し） 

第６条 教育委員会は、前条の規定により認定したまつもと文化遺産が第３条の認定基準

を満たさなくなったときは、まつもと文化遺産認定取消通知書（様式第４号）により、

認定を取り消すことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消すときは、事前に協議会の意見を聴く

ものとする。 

（公表） 

第７条 教育委員会は、第５条の規定により認定したまつもと文化遺産に関する情報を市

のホームページ等への掲載により公表し、地域の魅力向上・活性化のため、まつもと文

化遺産が広く周知されるよう努めるものとする。 

附 則 

この告示は、平成３０年１１月８日から施行 



 

報告第 １ 号 

 

 

「国宝松本城 Ｗｅｅｋ」の開催について 

 

１ 趣旨 

毎年１１月３日（文化の日）に開催していた「お城まつり」の内容を見直す

とともに、昨年度制定して初めて迎える「松本城の日（１１月１０日）」までの

８日間を「国宝松本城 Ｗｅｅｋ」として、松本城の魅力を市民・観光客に発

信するイベントを開催することについて報告するものです。 

 

２ 事業の概要 

⑴ 目的 

昭和の解体修理の完成を祝う催しとして昭和３０（１９５５）年から開催

してきた「お城まつり」を、コロナ禍による休止を経て、内容を見直すこと

により、晩秋の観光客の増加に資するとともに、市民がより身近に松本城を

学び、感じる機会を創出する施策として実施するものです。 

⑵ 期間・時間 

ア 期間 １１月３日（木・文化の日）から１０日（木）までの８日間 

イ 時間 午前８時３０分から午後５時 

⑶ 令和４年度の概要 

ア 松本城を学び楽しむイベント 

日 イベント名 会場 

10/16（日） 古式砲術演武 二の丸御殿跡 

   29（土）～11/11（金） 菊花展 松本城公園埋橋西側広場 

11/3（木） 
二十六夜神例大祭 本丸庭園 

奉射弓道大会 二の丸御殿跡 

3（木）～6（日） 古城太鼓演奏 本丸庭園 

6（日） おもてなし隊大集合 本丸庭園 

3（木）～10（木） 

信州松本城絵図初公開 天守4階 

映像シアター 本丸庭園特設テント 

山岳高原ブース 松本城公園 

イ 城下町をめぐるスペシャルガイドツアー 

日 ツアー名 

11/3（木） お城インスタグラマーKaoriさんと巡る松本城VRツアー 

4（金） 博物館千賀学芸員が案内する松本城下町ツアー 

5（土） 天守ナイトツアー＋国登録有形文化財「松本館」季節の会席を味わ

う 

   6（日） 信州大学名誉教授大塚勉さんによる「地質と段差から見た松本城」

ツアー 

教育委員会資料 

４．１０．２７ 

松本城管理課 



   7（月） 天守ナイトツアー＋国登録有形文化財「ヒカリヤヒガシ」で旬の会

席を味わう 

   8（火） 松本城管理課職員が案内する松本城非公開フォトスポットツアー 

  10（木） 文化財課城郭整備担当竹内課長が案内する「考古学から迫る新たな

松本城の実像」ツアー 

  (ｱ) 募集方法：信毎観光ＷＥＢサイトで販売 

(ｲ) 募集人員：18名～30名 

(ｳ) ツアー代金：11,800円～25,800円（宿泊先により相違） 

  ウ その他 

日 内容 

11/3（木） 松本城の日制定記念特別御城印販売（限定１，０００枚） 

7（月） 開智小学校児童による天守床磨き 

主催：松本警察署、わが家のセーフティリーダー奉仕活動 

10（木） 松本城の日制定記念ノベルティ（メモ帳・紙クリアファイル）配布 

松本城の日制定記念切手の贈呈式 

主催：「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会 

 

３ 今後の予定 

⑴ 広報まつもと、松本城公式ホームページ、ＳＮＳ等で周知を図ります。 

⑵ 集客状況、参加者アンケート等により結果を検証し、翌年度以降の実施内

容を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 松本城管理課 

課長 勝山 裕美 

電話 ３２－２９０２ 

日々の松本城を発信！ 公式インスタグラム 
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報告第 ２ 号 

 

史跡弘法山古墳調査委員会委員の委嘱について 

 

１ 趣旨 

  史跡弘法山古墳調査委員会委員の任期満了に伴い、同委員会設置要綱第３条の規定

に基づき新たに委員を委嘱することについて報告するものです。 

 

２ 同委員会の主な所掌事項 

⑴ 調査方針及び方法の検討に関すること。 

⑵ 調査結果の整理、報告及びその学術的な評価等の検討に関すること。 

⑶ 保存、活用方針等の検討に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

 

３ 委嘱予定者 

  別紙名簿（案）のとおり  ※全員再任 

 

４ 委嘱期間 

  令和４年１１月２５日から令和７年１１月２６日まで（３年間） 

 

５ 根拠要綱（抜粋） 

  史跡弘法山古墳調査委員会設置要綱 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

⑴ 有識者 

⑵ 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から３年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

４．１０．２７ 

文 化 財 課 

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３４－３２９２ 



 

 

 

史跡弘法山古墳調査委員会 委員名簿（案） 

 

№ 氏名 役職等 専門分野 

1 赤塚

アカツカ

 次郎

ジロウ

 
NPO 法人古代邇波の里・文化遺産ネットワ

ーク理事長 
考古学（古墳時代） 

2 北條

ホウジョウ

 芳隆

ヨシタカ

 東海大学文学部教授 考古学（古墳時代） 

3 矢島

ヤジマ

 宏雄

ヒロオ

 元千曲市歴史文化財センター専門員 
考古学（古墳時代） 

・史跡整備実践者 

4 若狭

ワカサ

  徹

トオル

 明治大学文学部教授 考古学（古墳時代） 

 

 

別 紙 



 

 

 

報告第 ３ 号 

 

史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会委員の委嘱について 

 

１ 趣旨 

  史跡小笠原氏城跡の保存活用及び整備の指針となる史跡小笠原氏城跡整備基本計画

（以下「整備基本計画」という。）策定に当たり、史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定

委員会設置要綱第３条に基づき、新たに委員を委嘱することについて報告するもので

す。 

 

２ 同委員会の主な所掌事項 

 ⑴ 整備基本計画の策定に関すること。 

 ⑵ その他必要な事項に関すること。 

 

３ 委嘱予定者 

  別紙名簿（案）のとおり 

 

４ 委嘱期間 

  委嘱の日から整備基本計画が策定される日まで 

 

５ 根拠要綱（抜粋） 

史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会設置要綱 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 ⑴ 地域関係者 

  ⑵  有識者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から整備基本計画が策定される日までの間とする。 

 

 

 

 

教育委員会資料 

４．１０．２７ 

文 化 財 課 

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３４‐３２９２ 



 

 

史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会 委員名簿（案） 

 

委員任期：委嘱の日から整備基本計画が策定される日まで 

区分 氏名 役職等 

地域 

関係者 

赤廣
あ こ う

 伴夫
と も お

 入山辺橋倉町会長 

小岩井
こ い わ い

 俊
とし

忠
ただ

 林古城会会長 

寺澤
てらさわ

 憲一
けんいち

 井川城下区町会長 

横山
よこやま

 盛
もり

高
たか

 里山辺林町会長 

有識者 

大塚
おおつか

 勉
つとむ

 信州大学 特任教授【地質学】 

佐々木
さ さ き

 邦
くに

博
ひろ

 信州大学 名誉教授【環境農学（造園・景観）】 

笹本
ささもと

 正治
しょうじ

 長野県立歴史館 特別館長【歴史学（日本中世史）】 

中井
な か い

 均
ひとし

 滋賀県立大学 名誉教授【考古学（城郭史）】 

原
はら

 明芳
あきよし

 松本市文化財審議委員会委員【考古学】 

 委員数９人 

 

 

 

別 紙 


